
流山市第４次男女共同参画プラン　事業評価シート

（令和４年度事業実績及び令和５年度事業予定）

企画政策課男女共同参画室



主な指標　　　　

目標値

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度
第４次プラン
R2～R6

1
互いの性と人権を尊重する意識づく
り

男女が平等に扱われていると思う市民の割
合

企画政策課 44.2% 43.5% 44.0% 40.0%
まちづくり達成度アンケート
部局長の仕事と目標

2
社会と家庭における男女共同参画の
意識づくり

「男女共同参画社会」という言葉の認知度 企画政策課 - 75.4% 90.3% 100%

3
人の多様性を認め、人権を守ろうと
する人権感覚を育成する教育の推
進

学校教育の場で男女が平等に扱われてい
ると思う市民の割合

企画政策課 77.3% 76.1% 72.7% 70.0% まちづくり達成度アンケート

4
子育てに係る不安や負担が軽減されている
と感じる保護者の割合

子ども家庭課 64.8% 71.3% 65.2% 82.0% 部局長の仕事と目標

5 男性職員の育児休暇制度の周知率 人材育成課 100.0% 100.0% 100.0% 100% 特定事業主行動計画

6
男性職員の育児休業又は育児に関係する
特別休暇取得率

人材育成課 82.4% 85.7% 100.0% 90.0%

7
審議会等への女性の登用率（附属機関対
象）

情報政策・改革改善課 37.4% 37.4% 35.2% 40.0% 附属機関対象

8
審議会等への女性の登用率（執行機関を
除く附属機関等）

企画政策課 38.6% 40.2% 38.7% 40.0% 附属機関等（執行機関を除く）

9 女性のいない審議会 情報政策・改革改善課 6.3% 3.0% 3.2% 9.1%未満 附属機関対象

10 市女性職員の管理職への登用率 人材育成課 18.6% 19.6% 19.1% 年2ポイント上昇 特定事業主行動計画

11 コミュニティ活動参加者の割合 コミュニティ課 63.1% 62.5% 61.4% 65.0%

男性の家事・育児・介護に費やす時間（平
日）

企画政策課 0.9時間 1.0時間 1.0時間 ２．５時間

男性の家事・育児・介護に費やす時間（休
日）

企画政策課 1.4時間 1.6時間 1.5時間 ４時間

13 介護支援サポーター登録者数 高齢者支援課 713人 697人 704人 前年度比10%増加 事業実績

14
「男は仕事、女は家事育児」という固定的な
見方をしている人の割合

企画政策課 9.6% 8.7% 9.0% 8.6%未満 まちづくり達成度アンケート

15
就業及び労働の場における男女共
同参画の推進

職場において「男女の地位が平等になって
いる」と考える人の割合

企画政策課 35.4% 37.1% 38.1% 50.0% まちづくり達成度アンケート

16
市が実施しているひとり親施策を知っている
人の割合

子ども家庭課 60.5% - 67.8% 70.0% ２年に１度のアンケート

17 生きがいを感じる高齢者の割合 高齢者支援課 79.0% 82.8% 78.8% 82.0% まちづくり達成度アンケート

18
子どもと家庭を地域で支えるしくみづ
くり

流山市は子育てがしやすいまちだと思う保
護者の割合

子ども家庭課 59.8% 69.6% 65.4% 71.0% まちづくり達成度アンケート

19 防災会議の女性委員の割合 防災危機管理課 18.8% 25.0% 25.0% 20.0%

20 防災リーダー研修への女性の参加率 防災危機管理課 - - 22.7% 30.0%
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、R2防災リーダー研修中止

21 Ⅳプランの推進体制の充実 プランの進行管理 第４次プラン事業の達成度 企画政策課 81.5% 86.9% 92.9% 100%

12

番
号

基本目標 指　標　名 該当課

Ⅰ男女一人ひとりを人として尊
重する意識づくり

備　考基本的課題

実績

誰もが健康で安心して暮らせるしくみ
づくり

政策・方針決定過程における男女共
同参画の推進

家庭生活や地域活動における男女
共同参画の推進

Ⅱ一人ひとりが個性と能力を活
かして活躍できる環境づくり

ライフステージに応じた仕事と生活
の調和の推進

Ⅲ生涯を通じて誰もが健康で安
心して暮らせる社会づくり

防災分野における男女共同参画の
推進



No
評
価

1 B

2 A

秘書広報課

企画政策課

６月１日の人権擁護委員の
日に、市役所ロビーにて人権
啓発物品の配布を行いまし
た。７月には、オンラインによ
る西初石中学校の全校生徒
を対象に人権講演会を開催
しました。１２月４から同月１
０日までの人権週間に先駆
け、１２月３日に市民向けに
市文化会館で人権フェスティ
バルを開催しました。その
後、１２月５日から１２月１６
日まで市役所ロビーで人権
啓発物品の配布を行いまし
た。

B

小学校における人権教
室の開催が、新型コロナ
ウイルス感染症の影響に
より学校からの要望で見
送られたためB評価とし
ました。

松戸人権擁護委員協
議会と連携しながら、
人権尊重に関する啓
発活動や、小中学生
に対する人権教室等
を行います。

大規模施設を利用して男
女共同参画週間記念講
演会を年１回開催しま
す。親しみやすいテーマ
を取り入れ、広く市民に
対して意識啓発を行いま
す。

男女共同参画週間記念とし
て、５月２８日に生涯学習セ
ンター（流山エルズ）のホー
ルで、夫婦のパートナーシッ
プやキャリア構築、ワーク・ラ
イフ・バランスについて、家族
や夫婦の多様なあり方を考
える講演会を開催し、１５０人
の参加がありました。

A

参加者の年齢は２０代か
ら７０代と幅広く、満席と
なりました。夫婦での対
話形式での講演会という
スタイルがとても良かっ
たという感想が多くあり、
男女共同参画を夫婦・家
族のコミュニケーションや
ワーク・ライフ・バランス
の視点から学ぶことがで
き、参加者の満足度も高
い講演会となりました。

大規模施設を利用し
て男女共同参画週間
記念講演会を年１回
開催し、広く市民に対
して意識啓発を行い
ます。

新型コロナウイルス感染症
拡大により、各種啓発施でき
なかった啓発活動もありまし
たが、市内小中学校への人
権啓発書籍の寄贈やバリア
フリー演劇鑑賞会における啓
発活動など、コロナ禍におけ
る新たな試みとしての人権啓
発活動を行いました。

男女共同参画週間記念とし
て、５月２９日に生涯学習セ
ンターのホールで、歴史上に
名を残すことなく埋もれた女
性作曲家の作品に光を当
て、その業績を紹介するトー
ク＆ミニコンサートを開催し、
１０７人の参加がありました。

事業の達成状況と評価

新型コロナウイルス感染症拡大により開催方法を変更するなどして事業の実施に努め、啓発活動を行いました。

人権尊重意識の醸成
のため、意識啓発を
行います

松戸人権擁護委員協議
会と連携しながら、人権
尊重に関する啓発活動
や、小中学生に対する人
権教室等を行います。

男女平等意識の醸成
のため、意識啓発を
行います

事業の達成状況と評価

啓発物品の配布や講演会、パネル展を開催し、啓発活動を行いました。指標である「男女が平等に扱われていると思
う市民の割合」は、令和３年度と比較し、０．５％増加しました。

令和３年度　実施結果

施策の方向　①男女平等意識と人権尊重意識の醸成

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価

Ⅰ　男女一人ひとりを人として尊重する意識づくり

令和４年度　事業の達成状況と評価

基本的課題 互いの性と人権を尊重する意識づくり

指標
（一覧１）

男女が平等に扱われていると思う市民の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

40.0% 44.2% 43.5% 44.0%

評価の理由 担当課
令和６年度

取り組み内容（予定）

令和３年度　事業の達成状況と評価

C評価A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

2 1 0 0 100%

A評価 B評価

2 1

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%0

1



No
評
価

3 A

担当課

全課

令和６年度
取り組み内容（予定）

施策の方向　②偏見や人権侵害をなくすための意識啓発

事業内容 評価

人権を無視した性意
識を改めるため、社
会的性別の存在を見
直します

関連情報の収集に努め、
チラシ、ホームページ等
の作成に際し、ジェン
ダー平等の視点を取り入
れた表現に努めます。
企画政策課では、パネル
展を通し、市民への適切
な情報発信と意識啓発に
努めます。

国・県・関連団体からの情報
収集に努めました。チラシや
ホームページ作成の際は、
内閣府の発行する手引きを
参考にするなど、男女共同参
画やジェンダー平等の視点
に注意しました。
また、性の多様性に関する
パネル展をおおたかの森セ
ンターと南流山センターで実
施し、来場者より意見・感想
をいただきました。

A

中間
評価 評価の理由

国・県・関連団体からの情報
収集に努めました。チラシや
ホームページは、内閣府の
発行する手引きを参考にす
るなど、男女共同参画やジェ
ンダー平等の視点に注意し
て作成しました。
また、LGBTに関するパネル
展を南流山センターで実施
し、来場者より意見・感想を
いただきました。

令和３年度　実施結果

関連情報を収集し、チラ
シやホームページ等の作
成の際はジェンダー平等
の視点を取り入れた表現
に努めることができまし
た。また、性の多様性に
関するパネル展を実施
し、多様な性について啓
発を行いました。

関連情報の収集に努
め、チラシ、ホーム
ページ等の作成に際
し、ジェンダー平等の
視点を取り入れた表
現に努めます。
企画政策課では、パ
ネル展を通し、市民
への適切な情報発信
と意識啓発に努めま
す。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価の理由・改善点等
令和５年度

中間取り組み状況

2



No
評
価

4 A

No
評
価

A

A

秘書広報課

広報や市ホームページ、
シティセールスツイッター
等を通して、随時情報提
供を行います。

内閣府の男女共同参画局
や、県の男女共同参画課が
発信する情報を適宜確認し、
必要に応じて市民に対し、主
に広報や市ホームページを
通じて情報提供しました。

広報や市ホームペー
ジ、シティセールスツ
イッター等を通して、
随時情報提供を行い
ます。

関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必要な情
報を掲載するよう努めま
す。

関係機関との連携の
もと、広報紙等へ必
要な情報を掲載する
よう努めます。

A

国・県等からの情報提供
には速やかに対応し、広
報や市ホームページ、シ
ティセールスツイッター等
で情報提供を行いまし
た。

中間
評価 評価の理由

施策の方向　②男女共同参画に関する情報の収集・提供

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
令和３年度　実施結果 担当課

令和６年度
取り組み内容（予定）

令和４年度　事業の達成状況と評価

B評価 C評価

事業の達成状況と評価

D評価A評価

0 0 0 100%

A評価 B評価

4 0

C評価 D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%4

達成度
（A・B評価/事業数）

「男女共同参画社会」という言葉の認知度

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

100% ‐ 75.4% 90.3%

基本的課題 社会と家庭における男女共同参画の意識づくり

令和３年度　事業の達成状況と評価

広報や講座を通して市民の男女共同参画への意識啓発を図り、女性の活躍を後押しする機会を創出しました。

0

指標
（一覧２）

男女共同参画社会の
実現に向けた意識啓
発を行います

女性の社会参画を推進
するため、市民向けの講
演会や講座において、随
所に男女共同参画の視
点を取り入れた研修内容
となるよう受託者と協議し
ます。また、広報やホー
ムページで意識啓発に関
する情報発信を行いま
す。

子育て中の女性のエンパ
ワーメントを図る「わたしへの
ごほうび講座」、産休・育休
からの仕事復帰を応援する
「再就職応援セミナー」、地域
や職場で活躍する女性リー
ダーを養成する「リーダー
シップセミナー」を実施しまし
た。その他にも、家庭・職場・
地域などでの女性の活躍を
後押しする講座を複数開催し
ました。

A

各種講座を通して、家
庭・職場・地域などの
様々な場面で、性別にと
らわれず活躍したいと考
える女性の支援に努めま
した。講座後の参加者へ
のアンケートでは、頑
張っている自分を実感
し、労わることができた、
再就職へのモチベーショ
ンが高まったなど、前向
きな感想が多くありまし
た。

女性の社会参画を推
進するため、女性向
けの啓発講座を年２
回以上開催します。
また、市民向けの講
演会や講座におい
て、随所に男女共同
参画の視点を取り入
れた内容となるよう受
託者と協議します。

事業の達成状況と評価

男女共同参画に関する講座を複数開催し、参加者の満足度も高いものとなりました。また、男女共同参画に加え、広
報ながれやまで多様性についての特集号を掲載し、啓発を図りました。

令和６年度
取り組み内容（予定）

企画政策課

施策の方向　①男女共同参画推進のための意識啓発

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果令和３年度　実施結果

子育て中の女性のエンパ
ワーメントを図る「わたしへの
ごほうび講座」、産休・育休
からの仕事復帰を応援する
「再就職応援セミナー」、地域
や職場で活躍する女性リー
ダーを養成する「リーダー
シップセミナー」を実施しまし
た。その他にも、家庭・職場・
地域などでの女性の活躍を
後押しする講座を複数開催し
ました。

評価 評価の理由・改善点等 中間
評価 評価の理由 担当課

事業特集号（４月１日号）で
事業内容を紹介したほか、審
議会や講座、講演会、女性
の生き方相談等の開催情報
を随時掲載しました。

内閣府の男女共同参画局
や、県の男女共同参画課が
発信する情報を適宜確認し、
必要に応じて市民に対し、主
に広報や市ホームページを
通じて情報提供しました。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和５年度
中間取り組み状況

関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必要な情
報を掲載するよう努めま
す。

広報ながれやま9月11日号
で、多様性についての特集
号を掲載したほか、事業特集
号（４月１日号）で事業内容を
紹介したり、審議会や講座、
講演会、女性の生き方相談
等の開催情報を随時掲載し
たりしました。

A

企画政策課

5

幅広い世代に向け、
男女共同参画に関す
る情報提供に努めま
す

3



No
評
価

6 A

令和６年度
取り組み内容（予定）

評価の理由評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）

施策の方向　③男女共同参画に関する学習機会の提供

担当課
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価令和３年度　実施結果 令和４年度　実施結果 評価

子育て中の女性のエンパ
ワーメントを図る「わたしへの
ごほうび講座」、産休・育休
からの仕事復帰を応援する
「再就職応援セミナー」、地域
や職場で活躍する女性リー
ダーを養成する「リーダー
シップセミナー」を実施しまし
た。その他にも、家庭・職場・
地域などでの女性の活躍を
後押しする講座を複数開催し
ました。講座の中でジェン
ダーに関する現状や性別役
割分担意識等について学ぶ
機会を設け、性別にとらわれ
ず活躍したいと考える女性の
支援に努めました。

社会的差別の存在に
気づく視点を持つこと
のできる人材育成に
向けた講座を開催し
ます

企画政策課

事業内容
令和４年度
取り組み内容

女性のエンパワーメント
を図る講座、女性のキャ
リア支援やリーダー養成
に関する講座をそれぞれ
年４回以上開催する中
で、ジェンダーに関する
学習機会を提供します。
男性を対象とした講座も
年１回以上開催します。

子育て中の女性のエンパ
ワーメントを図る「わたしへの
ごほうび講座」、産休・育休
からの仕事復帰を応援する
「再就職応援セミナー」、地域
や職場で活躍する女性リー
ダーを養成する「リーダー
シップセミナー」を実施しまし
た。その他にも、家庭・職場・
地域などでの女性の活躍を
後押しする講座を複数開催し
ました。講座の中でジェン
ダーに関する現状や性別役
割分担意識等について学ぶ
機会を設け、性別にとらわれ
ず活躍したいと考える女性の
支援に努めました。

A

すべての講座で参加者
の満足度が非常に高く、
ジェンダーバイアスが自
分に深く根付いていたこ
とに気づいた、脳には大
きな男女差はないため、
社会や教育からジェン
ダーの意識を取り除いて
いく必要があることがわ
かった、日本のジェン
ダーの問題を再認識した
との声が多くありました。
地域で活動している先輩
や他の参加者など様々
な考えに触れ、刺激をも
らったとの意見もありまし
た。

女性のエンパワーメ
ントを図る講座、女性
のキャリア支援や
リーダー養成に関す
る講座等を開催する
中で、ジェンダーに関
する学習機会を提供
します。男性を対象と
した講座も年１回以
上開催します。

4



No
評
価

7 A

8 A

No
評
価

9 A

令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価

5

B評価

0

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%0

教科・道徳の中で男
女平等教育を推進し

ます

男女共同参画社会の理
解と推進のため、各教科
での取組を推進・公開す
ることを指導・支援し、啓
発に努めます。

男女共同参画社会の理解と
推進のために各教科や特別
活動で指導支援に努めまし
た。

A

各教科の学習を通して、
男女共同参画社会の理
解を深められるよう、指
導・支援に努めることが
できました。

豊かな心を育むため
に、道徳教育をはじ
め、教科横断的に取
り組み、男女共同参
画社会への理解を深
められるよう、指導、
支援に努めます。

各教科の学習を通して、男女
共同参画社会の理解を深め
られるよう、指導・支援に努
めました。

担当課

指導課

指導課

事業の達成状況と評価

学校教育の場で、人権尊重や男女平等意識の醸成に向けた授業や、教職員の研修会への参加を推進しました。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和５年度
中間取り組み状況

中間
評価

施策の方向　②学校等における児童生徒への男女平等教育の推進

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等 評価の理由 担当課

令和６年度
取り組み内容（予定）

令和６年度
取り組み内容（予定）

学校だよりや学校長の講
話を通して男女平等意識
の醸成に努めることがで
きました。新型コロナウイ
ルス感染症の影響も減っ
てきて保護者会も開かれ
るようになってきているの
で、そういった機会も利
用していきたいです。

B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

72.7%

人権教育全体計画の
充実を推進し、保護
者会や学校だより等
を通して、保護者の
男女平等意識の醸成
に努めます。

新型コロナウイルス感染症拡大により研修の機会が減少したものもありますが、学校教育の場で男女平等や人権尊重の意識啓発を行いました。

令和３年度　実施結果

保健体育の授業や道徳科の
充実を図るとともに、理科、
生活科で生命尊重の教育を
実施しました。

新型コロナウィルス感染症の
影響により、保護者会等の機
会は減ってしまいましたが、
学校だよりや学校長の講話
を通して、男女平等意識の醸
成に努めました。

事業の達成状況と評価

A

保健体育科や各教科領
域で生命の尊重や自他
を尊重する教育を実施す
ることができました。発達
段階に応じた内容の工夫
ができました。

保健体育科や道徳科
を中心に、授業の充
実を図るとともに、各
教科でも人権尊重の
視点に立った教育を
実施します。

保護者会等を通し
て、男女平等教育に
対する保護者の理解
を深めます

2 0

77.3% 76.1%

0 100%

C評価

令和３年度　事業の達成状況と評価

指標
（一覧３）

学校教育の場で男女が平等に扱われていると思う市民の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

70.0%

3

A評価

指導課

施策の方向　①学校等における人権を尊重する教育、学習の推進

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

発達段階に応じ、人
権尊重の視点に立っ
た保健指導の充実を
図ります

保健体育の時間だけで
なく、市内各小中学校の
各教科での指導の充実
を図り、生命尊重につい
ての指導を推進します。

市内各小中学校の各教科領
域で生命の尊重や自他を尊
重する教育を実施しました。

令和３年度　実施結果

人権教育全体計画の充
実を推進し、保護者会や
学校だよりを通して、男
女平等意識の醸成に努
めます。

学校だよりや保護者会を通し
て、男女平等意識の醸成に
努めることができました。

A

基本的課題 人の多様性を認め、人権を守ろうとする人権感覚を育成する教育の推進

5



10 B

No
評
価

11 B

国・県等主催の研修
会への参加を推進し
教職員研修の充実を
図ります

人権教育に関する研修
会を充実させ、学校・学
級経営の向上を推進しま
す。

県主催の人権研修会への参
加を推進し、各小中学校の
人権教育を充実させることが
できました。

A

新型コロナウイルス感染
症の影響も減り、研修会
が実施される傾向にあ
り、県主催の研修会への
参加を促すことができま
した。さらに校内へ広め
るよう充実させていきた
いです。

人権教育に関する研
修会を充実させ、学
校・学級経営の向上
を推進します。

感染症予防対策の一環とし
て、研修会の実施ができませ
んでしたが、書面により人権
問題についての理解の啓発
に努めました。

中間
評価 評価の理由

施策の方向　③教職員等に対する人権や男女平等に関する教育指導法の研修の充実

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和６年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
令和３年度　実施結果

思春期保健について
の知識の向上をめざ

します

思春期保健について知
識の向上を図るととも
に、学校と連携し、年１回
以上思春期教育を実施し
ます。

千葉県立特別支援学校流山
高等学園３年生を対象に年２
回保健師による性教育を実
施しました。また、学校保健
主事部会に年２回参加しまし
た。

A

学校と連携し、2回の性
教育を通して、思春期保
健について知識の向上を
図りました。また、学校保
健主事部会に年２回参加
することで、学校保健と
地域保健の連携を強化し
ました。

引き続き思春期保健
について知識の向上
を図るとともに、学校
と連携し、年１回以上
思春期教育を実施し
ます。また、学校保健
主事部会に参加し、
学校保健と地域保健
の連携強化を目指し
ます。

千葉県立特別支援学校流山
高等学園３年生を対象に年２
回保健師による性教育を実
施しました。また、年１回開催
される学校保健主事部会に
参加しました。

健康増進課

担当課

指導課

6



No
評
価

A

A

12
ワーク・ライフ・バラン
スの意識の普及と啓
発を行います

ホームページから関連す
る厚生労働省のページを
案内するなど情報提供を
行います。

啓発文書の配架、ポスター
掲示、「年次有給休暇の計画
的付与制度」を市ホームペー
ジに掲載する等して普及と啓
発を行いました。

A

左記、年次有給休暇の
付与制度をはじめとし、
国、県の通知はもちろん
のこと、新聞報道等を含
む労政制度の情報収集
に努め、タイムリーな啓
発に努めました。

文書の配架や掲示、
ホームページに掲載
する等して情報提供
し、普及と啓発に努
めます。

ホームページ等での
ワーク・ライフ・バラン
スに関する情報の提
供や、講座を通じて
啓発を行います。

令和３年度　実施結果

市ホームページにワーク・ラ
イフ・バランスのページを設
け、内閣府のページのリンク
を掲載しています。また、子
育て中の女性のエンパワー
メントを図る「わたしへのごほ
うび講座（全６回）」を５月１３
日から実施し、啓発を行いま
した。

啓発文書の配架、ポスター
掲示、「年次有給休暇の計画
的付与制度」を市ホームペー
ジに掲載する等して普及と啓
発を行いました。

ホームページ等でのワー
ク・ライフ・バランスに関
する情報の提供や、講座
を通じて啓発を行いま
す。

市ホームページにワーク・ラ
イフ・バランスのページを設
け、内閣府のページのリンク
を掲載しています。また、キャ
リア構築やワーク・ライフ・バ
ランスについて、家族や夫婦
の多様なあり方を考える講演
会を５月２８日に開催し、啓
発を行いました。

Ａ

市民が詳細な情報にアク
セスできるよう、市ホーム
ページで情報提供を行い
ました。講演会では、２０
代から７０代まで幅広い
年齢層の参加があり、講
演後のアンケートでは、
ワーク・ライフ・バランス
の視点から男女共同参
画について学ぶことがで
きたとの感想が多くあり
ました。

A評価
達成度

（A・B評価/事業数）

事業の達成状況と評価

ホームページ等において、国や県等の情報発信を行うとともに、庁内では男性の育児休暇の取得の促進や、ワーク・ライフ・バランスの啓発のための
研修を実施しました。

0

C評価B評価 C評価 D評価

5 1 0 0 100%

施策の方向　①ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発の促進

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

100% 100% 100%

指標③
（一覧６）

男性職員の育児休業又は育児に関係する特別休暇取得率

目標
実績

R2

指標②
（一覧５）

男性職員の育児休暇制度の周知率

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

100%

令和３年度　事業の達成状況と評価

R3 R4 R5 R6

90.0% 82.4% 85.7% 100%

R6

82.0% 64.8% 71.3% 65.2%

Ⅱ　一人ひとりが個性と能力を活かして活躍できる環境づくり

基本的課題 ライフステージに応じた仕事と生活の調和の推進

指標①
（一覧４）

子育てに係る不安や負担が軽減されていると感じる保護者の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5

担当課

企画政策課

商工振興課

令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価

6

B評価

0

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%

事業の達成状況と評価

育児・介護休業法の改正を含む国や県等の情報を発信するとともに、研修を通して職員のワーク・ライフ・バランスの
意識啓発を図りました。指標の「男性職員の育児休業又は育児に関する特別休暇取得率」は、１００％となりました。

令和６年度
取り組み内容（予定）

7



No
評
価

A

A

No
評
価

14 B

15 A

引き続き男性職員が育
児休業等の特別休暇を
取得できるよう促してい
きます。

職員が安心して妊
娠、出産、子育てが
できるように育児休
業等に関する資料を
各職場に配布し、周
知します。
また、所属長は、男
性職員が積極的に子
育てに参加できるよ
う、育児休業を始めと
する特別休暇の取得
を促し、職場内での
協力体制づくりに努
めます。

育児休業等の制度の
周知を図り、特に男
性職員が育児休業等
の特別休暇を取得で
きるよう努めます

職員が安心して妊娠、出
産、子育てができるよう
に育児休業等に関する
資料を各職場に配布し、
周知します。
また、所属長は、男性職
員が積極的に子育てに
参加できるよう、育児休
業を始めとする特別休暇
の取得について職場内で
の協力体制づくりに努め
ます。

令和４年10月に「職員のため
の子育て応援ハンドブック」
の改訂を行い、最新の情報
を周知しました。
また、令和４年度の男性職員
の育児休業又は育児に関係
する特別休暇の取得率は
100.0％であり、令和３年度
（85.7％）と比較し、上昇しま
した。

A

担当課

人材育成課

人材育成課

13
育児休暇・介護休暇
に関する情報の収集
と提供を行います

国・県等からの情報収集
に努め、広報やホーム
ページ等を通じて、育児
休暇・介護休暇に関する
情報を随時提供します。

ホームページに育児・介護休
業法のページを設け、厚生
労働省ホームページのリンク
を掲載しています。また、千
葉県男女共同参画センター
が発行した、育児・介護休業
法改正のポイントや課題につ
いて掲載している情報誌を配
架しました。商工関係団体に
も資料を配布しました。

Ａ

市民が詳細な情報にアク
セスできるよう、市ホーム
ページで情報提供を行い
ました。また、情報誌を配
架することで、来庁者に
も情報を提供することが
できました。

ホームページ等での
ワーク・ライフ・バラン
スに関する情報の提
供や、講座を通じて
啓発を行います。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和５年度
中間取り組み状況

中間
評価

評価の理由・今後の方針等

施策の方向　③市役所における率先したワーク・ライフ・バランスの推進

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

ホームページに育児・介護休
業法のページを設け、厚生
労働省ホームページのリンク
を掲載しています。また、商
工関係団体に資料を配布し
ました。

母子健康手帳交付時も面談
時に情報提供をしています。

国・県等からの情報収集
に努め、母子健康手帳交
付時に、育児休暇・介護
休暇に関する情報を随時
提供します。

母子健康手帳交付時の面談
や両親学級などで情報提供
しました。

A

母子健康手帳交付時面
談は１００％実施してお
り、口頭での説明や配布
資料などで情報提供を行
いました。
また、両親学級の講義の
中で育児休暇の情報提
供を行いました。

今後も、国・県からの
情報収集に努め、広
報やホームページ等
で、男女共同参画や
働く女性のための妊
娠・出産の支援に関
する情報提供を母子
健康手帳交付時等に
提供していきます。

令和６年度
取り組み内容（予定）

事務の見直しや研修によ
る意識改革を推進し、時
間外勤務の削減に努め
るとともに、ワーク・ライ
フ・バランスの推進を図り
ます。

課長級職員を対象とするマ
ネジメント研修や部課長を対
象とするメンタルヘルスライ
ンケア研修において、時間外
勤務の縮減の必要性につい
て意識の向上を図りました。

A

引き続き研修等を通じ管
理職の意識向上を図り、
時間外勤務の縮減に努
めるとともに、ワーク・ライ
フ・バランスの推進を図っ
ていきます。

引き続き研修等を通
じ管理職の意識向上
を図り、時間外勤務
の縮減に努めるとと
もに、ワーク・ライフ・
バランスの推進を
図っていきます。

施策の方向　②子育て、介護を担う人へのサポート環境の整備

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等令和３年度　実施結果

令和３年12月に「職員のため
の子育て応援ハンドブック」
の改訂を行い、最新の情報
を周知しました。
また、令和3年度の男性職員
の育児休業又は育児に関係
する特別休暇の取得率は
85.7％であり、令和2年度
（82.4％）と比較し、上昇しま
した。

課長級職員を対象とするマ
ネジメント研修や部課長を対
象とするメンタルヘルスライ
ンケア研修において、時間外
の縮減の必要性について意
識の向上を図りました。

令和３年度　実施結果

職員の意識改革と勤
務環境の改善を図り

ます

担当課

企画政策課

健康増進課

令和６年度
取り組み内容（予定）

8



No
評
価

A

C

広報やホームページ
で女性の積極的な応
募を呼びかけるととも
に、各団体への推薦
依頼においても、市
の目標を周知し、女
性委員の積極的な登
用に努めます。

男女共同参画審議会に
おいては、女性登用率が
４割を下回らないようにし
ます。次期総合計画審議
会においては、女性登用
率を向上させるための方
策を検討します。

令和４年度に委員の改選を
行い、委員１３名中８名が女
性となりました。女性割合は
６１．５％です。
また、改選予定の審議会等
の担当課に対し、女性委員
の比率向上に関する調書作
成を依頼しました。

Ａ

改選後も、４割を超える
女性割合を維持すること
ができました。
改選予定の担当課にお
いて、女性委員の比率向
上の具体的な方策を検
討する機会を設けること
で、意識の醸成に努める
ことができました。

男女共同参画審議会
は令和５年度の改選
予定はありません
が、今後も女性登用
率が４割を下回らな
いようにします。
また、改選予定の審
議会等の担当課に対
し、引き続き女性委
員の比率向上に関す
る調書作成を依頼
し、改選後には結果
を検証します。

施策の方向　①市の審議会等への女性の参画推進

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

行財政改革審議会の公
募委員の選定にあたって
は、積極的に女性の登用
に努めます。

担当課

企画政策課

情報政策・改革
改善課

R4 R5 R6

年2ポイント上昇 18.6% 19.6% 19.1%

指標④
（一覧１０）

事業の達成状況と評価

令和３年度末において、審議会等への女性登用率（執行機関を除く附属機関等）は、４０．１９％となり目標を達成しましたが、今後も各課においてあて
職、公募ともに性別にかかわらない登用により、女性の委員割合の向上に努めます。また、女性管理職の登用の促進や、女性の社会参画の向上のた
めに働きかけを行いました。

10

A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

事業の達成状況と評価

公募委員の募集の際、明記する内容を工夫することで女性委員の登用が増加した審議会等もありますが、令和４年度
末時点の審議会等への女性の登用率（執行機関を除く附属機関等）は３８．７％となり、目標の４０％を下回りました。
管理職を希望する女性職員の割合上昇のための研修や、創業をめざす女性の支援を行いました。

市女性職員の管理職への登用率

C評価

31 19 17

3.2%

R3 R4 R5 R6

40.0% 38.6% 40.2% 38.7%

37.4% 37.4% 35.2%

女性のいない審議会の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

9.1%未満

審議会等への女性の登用率（執行機関を除く附属機関等）

目標
実績

指標①
（一覧７）

審議会等への女性の登用率（附属機関対象）

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

40.0%

政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

令和４年度は、審議会の
開催はありませんでした
が、審議会開催の際は
積極的に女性の登用に
努めます。

-
令和４年度は審議会を開催
しませんでした。

1 73.5%

令和３年度　実施結果

令和３年度は委員の改選が
なかったため、女性割合は変
わらず７５％（１２名中９名）で
した。

令和3年度は改選がなかった
ため、女性割合は変わらず
28.6%（14名中4名）でした。

基本的課題

6.3% 3.0%

目標
実績

R2

指標③
（一覧９）

令和３年度　事業の達成状況と評価

指標②
（一覧８） R2

R3

令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価

42

B評価

12

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

84.4%

令和６年度
取り組み内容（予定）

9



C

‐

B

C

A

C

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

行政不服及び情報公開・
個人情報保護審査会、
流山市政治倫理審査会
ともに、高い専門性が求
められる学識経験者によ
る構成や、公募の委員数
が少数であるため、女性
登用率４割を上回ること
は難しいですが、女性の
登用に努めます。

特別職報酬等審議会に
ついては、専門性を求め
られるため、目標値を達
成することは難しいが、
女性の登用に努めます。

入札監視委員会におい
ては、専門的知識を有す
る学識経験者による少人
数（３人）で構成されてい
る組織であるが、女性の
選任に努めます。

総務課

人材育成課

財産活用課

財政調整課

コミュニティ課

防災危機管理課

特別職報酬等審議会
については、専門性
を求められるため、目
標値を達成すること
は難しいですが、女
性の登用に努めま
す。

流山市行政不服及び
情報公開・個人情報
保護審査会、流山市
政治倫理審査会とも
に、委員数が少数で
あり、難しい面があり
ますが、女性委員の
割合が高くなるよう努
めます。

入札監視委員会にお
いては、専門的知識
を有する学識経験者
による少人数（３人）
で構成されている組
織ですが、令和６年
の改選時にも女性を
積極的に選任できる
よう、関係機関等と連
携し、情報収集に努
めます。

委員募集時に広報や
ホームページで女性
の候補者の増加に向
けた働きかけを行
い、女性割合の目標
達成を目指します。

Ｂ

令和５年度からの委
員改選にあたり、女
性登用率が４割を下
回らないように努めま
す。

引き続き委員改選の際に
は女性の登用に努めま
す。

令和４年度は審議会を開
催しませんでした。

入札監視委員会におい
ては、専門的知識を有す
る学識経験者による少人
数（３人）で構成されてい
る組織ですが、女性の選
任に努めました。

女性割合が目標に達して
いないことからC評価とし
ました。女性委員の増員
に向けた取組が必要で
す。

女性登用率４割を達成し
ています。引き続き女性
の登用に努めます。

公募委員の女性が増え
たことにより、女性の割
合が増えましたが、４割と
いう目標を達成するに
は、あて職の女性委員の
増加が必須であるため、
引き続きあて職委員の女
性登用について努めま
す。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員８名中４名（５
０％）です。

公募委員の改選により、女性
委員が新たに１名追加とな
り、全部で９名となりました。
（行政等のあて職の女性委
員は変更なし）

C

-

B

行政不服及び情報公開・個
人情報保護審査会は令和４
年度、委員の改選はありま
せんでした。
政治倫理審査会は令和４年
度に公募委員の改選があり
ましたが、女性の応募は無
く、女性委員の新規登用には
至りませんでした。

令和４年度は、審議会の開
催はありませんでしたが、審
議会開催の際は積極的に女
性の登用に努めます。

流山市入札監視委員会の委
員３名中１名について、女性
を選任しました。

現委員の委嘱期間が令和２
年１０月から令和５年１０月ま
でのため、前年度と同様に委
嘱実数７名に対して女性の
人数は１名です。

防災会議と国民保護
協議会については、
組織の構成上、行政
等のあて職の割合が
大きいことから、女性
の委員の割合４割以
上は難しいと考えま
すが、女性の登用に
努めます。

政治倫理審査会は令和３年
度、公募委員の改選はあり
ませんでした。行政不服及び
情報公開・個人情報保護審
査会の公募委員改選の際に
女性の推薦に努めましたが、
女性の新規登用には至ら
ず、女性割合は前年度と同
様２割（５名中１名）でした。

令和3年度は審議会の開催
はありませんでしたが、審議
会開催の際は積極的に女性
の登用に努めます。

流山市入札監視委員会の委
員３名中１名の辞任に伴い、
後任の委員については、女
性を選任しました。

委嘱実数７名に対して、女性
の人数は１名です。

委嘱実数８名に対して、女性
の人数は４名です。

委員改選は無かったものの、
行政等のあて職の女性委員
のうち１名が女性委員となっ
たことから、全部で８名となり
ました。

補助金等審議会におい
て、公募及び学識経験者
についても積極的に女性
を採用します。（現在の女
性割合１４％）

市民参加推進委員会に
おいて、女性登用率が４
割を下回らないようにし
ます。

防災会議と国民保護協
議会については、組織の
構成上、行政等のあて職
の割合が大きいことか
ら、女性の委員の割合４
割以上は難しいと考えま
すが、女性の登用に努め
ます。

C

Ａ
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B

B

B

C

A

保険年金課

社会福祉課

高齢者支援課

介護支援課

障害者支援課

老人ホーム入所判定委
員会・地域包括支援セン
ター運営協議会委員・高
齢者虐待防止ネットワー
クについて、委員の委嘱
条件が決まっていること
や専門性が求められるこ
とから、一部の審議会等
において目標を達成する
ことは難しいが、女性の
登用に努めます。

介護認定審査会におい
ては専門性を求めるた
め、医師会等の団体へ委
員の選出を依頼していま
す。

障害者介護給付費等の
支給に関する審査会に
ついて、医師会や障害者
関連の団体等から専門
的な知識を持った方を推
薦していただいていま
す。

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

Ⅽ
令和５年度の改選は
ありません。

令和5年4月に新たな
期間の委嘱を行うた
め、関連団体等から
専門的な知識を持っ
た方を推薦していた
だく予定です。引き続
き女性委員の登用が
保てるよう努めます。

C

C

公募委員の選定には女
性の登用割合が多いが、
保険医等や公益を代表
する委員の推薦について
も、引き続き女性の推薦
を依頼していきます。

令和４年度は開催実績
がありませんでしたが、
引き続き委員の改選の
際に女性委員の積極的
な登用に努めていきま
す。

専門性が求められること
から、老人ホーム入所判
定委員会については、職
員の異動等により、女性
が０名となってしまったた
め、C評価としました。専
門性が求められることか
ら、目標達成は難しいで
すが、女性の登用に努め
ます。

委員の公募にあたっ
ては、引き続き、女性
の積極的な応募を呼
びかけるとともに、各
団体への推薦依頼に
おいても、市の目標
を周知し、女性委員
の積極的な登用に努
めてまいります。

B

令和４年１０月改選
委員１３名中、女性委員４
名。
割合は３０．８％。なお、公募
による委員４名中女性３名で
す。

委員１８名中、女性委員は７
名です。割合は３８．９％。な
お、公募委員７名中女性４名
（５７．１％）です。

老人ホーム入所判定委員会
は、委嘱７名のうち女性０名
でした。地域包括支援セン
ター運営協議会委員は、委
嘱１６名のうち女性１０名でし
た。高齢者虐待ネットワーク
会議委員は、３４名中女性１
６名でした。

令和４年度は女性委員の割
合に変化はありませんでした
（女性委員１名の退任に伴い
委嘱替えを行いましたが、後
任も女性委員でした）。
女性の割合は委員６０名中２
２名（３６．７％）です。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員１０名中４名（４
０％）です。

Ａ

専門性が求められる
ことから、一部の審議
会等において目標を
達成することは難し
いが、女性の登用に
努めます。

現在の委員の任期が
令和5年3月までと
なっている為、新規
委嘱を行います。引
き続き専門性を求め
る為、医師会や関連
団体等に専門的な知
識を持った方を推薦
していただきます。そ
の中で女性の選出が
増えるよう呼びかけ
ます。

委員１８名中、女性委員は７
名です。割合は３８．９％。な
お、公募委員７名中女性４名
（５７．１％）です。

令和３年度は委員の改選が
ありませんでした。

国民健康保険事業の運
営に関する協議会につい
て、公募委員の選定には
女性の登用割合が多い
が、保険医等や公益を代
表する委員の推薦につ
いても、女性の推薦を依
頼していきます。

公募市民等の募集があ
る福祉施策審議会委員
の選任に当たっては、市
の目標を周知し、女性の
積極的な応募を呼びか
けます。

引き続き女性の登用に努
めます。

女性登用率４割を達成し
ています。引き続き女性
の登用に努めます。

老人ホーム入所判定委員会
は、委嘱７名のうち女性２名
でした。地域包括支援セン
ター運営協議会委員は、委
嘱１６名のうち女性１０名でし
た。高齢者虐待ネットワーク
会議委員は、３４名中女性１
６名でした。

3年度新規委嘱を行いました
が、前年度と変わらず女性委
員4割以上達成には至りませ
んでした。

委員１０名中４名が女性で
す。
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C

A

‐

A

C

C

C

健康増進課

子ども家庭課

商工振興課

都市計画課

建築住宅課

環境政策課

クリーンセンター

予防接種健康被害調査
委員会において引き続き
女性の割合向上に努め
ます。

子ども・子育て会議につ
いては、既に女性登用率
が６割を超えており、今
後も４割を下回らないよう
にします。

公募委員の選定にあたっ
ては、積極的に女性の登
用に努めます。

都市計画審議会及び広
告物審議会において、女
性委員の割合が４割を下
回らないようにします。

建築審査会は建築基準
法において専門分野が
定められており、専門性
を求められるものではあ
りますが、目標値を達成
できるよう女性の登用に
努めます。

流山市予防接種健康
被害調査委員会にお
いて、女性登用率が
４割を下回らないよう
にします。

子ども・子育て会議
の令和５年度の委員
改選にあたり女性登
用率が４割を下回ら
ないように努めます。

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

環境審議会の公募委員
の選定にあたっては、積
極的に女性の登用に努
めます。

廃棄物対策審議会の公
募委員を選定する際は、
積極的に女性の登用に
努めます。

委員の選定にあたっ
ては、積極的に女性
の登用に努めます。

今後、委員の改選に
あたっては、広報や
ホームページを通じ
て審議会等開催時の
子どもの一時預かり
や一時保育実施の周
知を行い、女性委員
の割合向上に努めま
す。

環境審議会の公募委
員の選定にあたって
は、積極的に女性の
登用に努めます。

委員を選定する際
は、積極的に女性の
登用に努めます。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員12名中5名
（41.6%）です。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員13名中4名
（30.8%）です。

都市計画審議会：令和４年
は、改選はありませんでした
が、委員の都合等による辞
任により現在は、12名中１人
が女性です。
広告物審議会：７名中３名
引き続き女性委員の割合向
上に努めます。

委員改選の際に女性の推薦
に努めていますが、女性の
登用は５名中１名に留まって
います。引き続き、女性の登
用に努めます。

建築審査会は建築基
準法において専門分
野が定められており、
専門性を求められる
ものではありますが、
目標値を達成できる
よう女性の登用に努
めます。

子ども・子育て会議は、
女性登用率が６割を超え
ています。

委員７名中３名が女性です。
【流山市予防接種健康被害
調査委員会】
第１回　令和４年６月２８日
５名
（うち女性３名）
第２回　令和５年２月１４日
６名
（うち女性３名）

Ａ

令和４年度は、改選がありま
せんでした。

実施なし(委嘱なし)

A

‐

A

C

C

C

女性登用率４割を達成し
ています。引き続き女性
の登用に努めます。

令和5年度中に委員の改
選を予定しているため、
引き続き公募の際に女性
の積極的な応募を呼び
掛けます。

令和5年度中に委員の改
選を予定しているため、
公募の際に女性の積極
的な応募を呼び掛けるほ
か、各団体への推薦依
頼の際に女性の推薦の
検討を併せて依頼しま
す。

広告物審議会について
は、委員更新の際、女性
委員の割合を現状維持
することができました。
委員更新の際は、積極
的な周知を行います。

引き続き女性の登用に努
めます。

委員７名中２名で、約３割が
女性です。

１４名中９名が女性です。

現在休会中、委嘱なし。

12名中5名が女性です。割合
は41.6％となり、目標を達成
することができました。

令和4年1月19日から2年間
の任期で新たな審議会委員
の公募を行い、委員13名のう
ち、女性は4名（30.8%）となり
ました。

都市計画審議会：１５名中２
名
広告物審議会：７名中３名
引き続き女性委員の割合向
上に努めます。

委員改選の際に女性の推薦
に努めていますが、女性の
登用は５名中１名に留まって
います。引き続き、女性の登
用に努めます。
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‐

A

B

A

C

A

学校教育課

指導課

生涯学習課

道路管理課

まちづくり推進課

経営業務課

鰭ケ崎・思井地区は、既
に換地処分を迎え、審議
する事項がないことか
ら、任期以降の委員の登
用は行いません。

交通安全対策会議・自転
車駐車対策審議会の公
募委員の選定にあたって
は、積極的に女性の登用
に努めます。

令和4年度については、
上下水道事業運営審議
会委員の公募を行う予定
であるため、女性の登用
に努めます。

通学区域審議会の公募
委員の選定にあたって
は、積極的に女性の登用
に努めます。

令和４年度以降について
も、いじめ対策調査会等
の目標値の達成は難し
いが、引き続き女性の登
用に努めます。

令和５年１月の任期満了
に伴う生涯学習審議会の
新たな委員の女性登用
率が４割を下回らないよ
うに努めます。

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

交通安全対策会議・
自転車駐車対策審議
会を委嘱する際に
は、公募委員の選定
にあたり、積極的に
女性の登用に努めま
す。

鰭ケ崎・思井地区
は、既に換地処分を
迎え、審議する事項
がないことから、任期
以降の委員の登用は
行いません。

委嘱なし

令和4年度は審議会を開催し
ませんでした。

令和5年2月に上下水道事業
運営審議会委員の公募を行
いました。広報ながれやまに
おいては一時保育の利用が
可能であるなど子育て中の
方にも参加しやすいよう記載
しました。

令和４年度は委員の改選は
ありませんでした。
令和４年７月と８月の計２回
審議会を実施しました。
１回目は委員１５名参加（うち
女性６名）
２回目は委員１１名参加（うち
女性４名）でした。

令和４年度は、審議会の
開催はありませんでした
が、審議会開催の際は
積極的に女性の登用に
努めます。

子育て中の方にも参加し
やすいよう一時保育に関
する記載を行いました。
（現在選任作業中である
ため、改選前の委員構成
を基準としてＢ評価として
います。）

女性登用率４割を達成し
ています。審議会への参
加率も概ね満たしていま
す。

女性委員の比率について、
教育支援委員会は80％、い
じめ問題対策連絡協議会は
50％でしたが、いじめ対策調
査会は33％と、４割を下回り
ました。

任期満了に伴う生涯学習審
議会並びに青少年指導セン
ター運営協議会の公募委員
については、広報ながれやま
及びホームページで、女性委
員の積極的な応募を呼び掛
けました。

B

Ａ

令和５年５月の任期
満了に伴う新たな青
少年指導センター運
営協議会委員につい
ては、引き続き女性
の登用率が４割を下
回らないように努めま
す。

令和５年度以降も、
引き続き女性の登用
に努めます。

令和5年5月に委員の
改選予定であるた
め、引き続き女性の
登用に努めます。

Ｂ

A

-

-

各審議会において女
性委員の登用に努め
ます。
令和５年８月に委員
の改選予定です。引
き続き女性登用率が
４割を下回らないよう
に努めます。

いじめ対策調査会等につ
いては専門性が求められ
ることから、目標値を達
成することは難しいです
が、引き続き女性の登用
に努めます。

令和５年１月の任期満了
に伴う新たな生涯学習審
議会委員については、女
性の登用率が５０％とな
りました。

5月21日付で換地処分を迎
え、本協議会は廃止となりま
した。

交通安全対策会議の委員１
３名中６名が女性です。
自転車駐車対策審議会は公
募実績がありません。

令和3年度の改選により、委
員数15名に対して女性の委
員が5名になりました。

通学区域審議会について
は、令和3年度に委員の改選
を実施しました。委員15名の
うち女性委員は6名（40％）で
す。

いじめ対策調査会等につい
ては専門性が求められること
から、目標値を達成すること
は難しいが、女性の登用に
努めます。

任期満了に伴う青少年指導
センター運営協議会の公募
委員については、広報なが
れやま及びホームページで、
女性委員の積極的な応募を
呼び掛けました。
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A

A

C

C

‐

A

17
女性のいない審議会
等をなくします

審議会を所管する課等に
審議会指針の周知を図
るとともに、改選時には
女性登用率向上に向け
た具体的な取り組みを講
じるよう依頼します。

プランの事業取組照会の
際、審議会等所管課に対し、
女性の登用率４割というプラ
ンの指標について周知を行う
とともに、改選予定の審議会
等の担当課に対し、女性委
員の比率向上に関する調書
作成を依頼しました。

A

総務課

人材育成課

財産活用課

博物館

企画政策課

情報政策・改革
改善課

令和４年９月の任期満了
に伴う審議会委員の委嘱
については、さらなる女
性委員の登用に努めま
す。

16

各審議会等における
男女の委員割合が４
割を下回らないように
します

B

行財政改革審議会にお
いて、令和４年度中に改
選が生じる場合は、積極
的に女性委員の登用に
努めます。

令和４年度は審議会を開催
しませんでした。

-

令和４年度は、審議会の
開催はありませんでした
が、審議会開催の際は
積極的に女性の登用に
努めます。

広報やホームページ
で女性の積極的な応
募を呼びかけるととも
に、各団体への推薦
依頼においても、市
の目標を周知し、女
性委員の積極的な登
用に努めます。

令和４年の委員改選に伴
い、文化財審議会は女性委
員の比率が50％となりまし
た。一方、市史編さん審議会
は女性委員が減り1名となり
ました。

引き続き専門性を
もった女性の登用と
人材発掘に努めま
す。

政治倫理審査会につい
て、委員数が少数である
ため、困難な面もありま
すが、公募の選定に当
たっては、女性の登用に
努めます。

行政不服及び情報公開・個
人情報保護審査会は令和４
年度、委員の改選はなく、女
性委員は５名中１名となって
います。
政治倫理審査会は令和４年
度に公募委員の改選があり
ましたが、女性の応募は無
く、女性委員の新規登用には
至りませんでした。

C
引き続き委員改選の際に
は女性の登用に努めま
す。

流山市政治倫理審査
会は、委員数が少数
であり、学識経験など
高い専門性が求めら
れるため、困難な面
もありますが、女性の
登用に努めます。

-
令和４年度は審議会を開
催しませんでした。

特別職報酬等審議会
において、積極的に
女性委員の登用に努
めます。

審議会等への女性の登
用率４割という目標の周
知を行い、改選予定の担
当課において、女性委員
の比率向上の具体的な
方策を検討する機会を設
けることで、意識の醸成
に努めることができまし
た。

審議会等を所管する
課等に審議会指針の
周知を図るとともに、
改選の予定がある審
議会等の所管課に対
し「審議会等の女性
員の比率向上に関す
る調書」の作成を依
頼し、女性登用率向
上に向けた具体的な
取り組みを講じるよう
求めます。

入札監視委員会にお
いては、専門的知識
を有する学識経験者
による少人数（３人）
で構成されている組
織ですが、令和６年
の改選時にも女性を
積極的に選任できる
よう、関係機関等と連
携し、情報収集に努
めます。

入札監視委員会におい
ては、専門的知識を有す
る学識経験者による少人
数（３人）で構成されてい
る組織であるが、改選時
においては、関係機関等
へ依頼をするなど積極的
に女性の選任に努めま
す。

流山市入札監視委員会の委
員３名中１名について、女性
を選任しました。

A

入札監視委員会におい
ては、専門的知識を有す
る学識経験者による少人
数（３人）で構成されてい
る組織ですが、改選時に
おいては、積極的に女性
の選任に努めました。

文化財審議会の改選に
あたり、新規委員に女性
専門家の登用を進めるこ
とができました。市史編さ
ん審議会は、公募委員以
外は委員を継続すること
となり、女性委員の登用
が進みませんでした。

特別職報酬等審議会に
おいて、積極的に女性委
員の登用に努めます。

審議会開催の際は積極的に
女性の登用に努めます。

令和3年度は委員の改選が
ありませんでした。

プランの事業取組照会の際
に審議会所管課に対し、審
議会等への女性の登用率４
割というプランの指標につい
て周知を行い、登用率の向
上を図りました。

令和3年度は改選がなかった
ため、女性割合は変わらず
28.6%（14名中4名）でした。

政治倫理審査会は令和３年
度、公募委員の改選はあり
ませんでした。行政不服及び
情報公開・個人情報保護審
査会の公募委員改選の際に
女性の推薦に努めましたが、
女性の新規登用には至ら
ず、女性割合は前年度と同
様２割（５名中１名）でした。

審議会開催の際は、積極的
に女性委員の登用に努めま
す。

流山市入札監視委員会の委
員３名中１名の辞任に伴い、
後任の委員については、女
性を選任しました。
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C

A

B

B

B

A

17
女性のいない審議会
等をなくします

財政調整課

コミュニティ課

防災危機管理課

保険年金課

社会福祉課

高齢者支援課

女性のいない審議会は
ありませんが、引き続き
女性委員の登用に努め
ます。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員８名中４名（５
０％）です。

Ａ
引き続き女性の登用に努
めます。

令和５年度からの委
員改選にあたり、引き
続き女性委員の登用
に努めます。

公募委員の選定にあたっ
ては、女性の登用に努め
ます。

公募委員の改選があり、女
性委員が３名から４名にな
り、女性公募委員の割合は
66％となりました。

Ａ

公募委員の改選で、女性
の割合が増えました。引
き続き女性委員の登用に
努めます。

公募委員の選定にあ
たっては、女性の登
用に努めます。

補助金等審議会におい
て、公募及び学識経験者
についても積極的に女性
を採用します。（現在の女
性割合１４％）

現委員の委嘱期間が令和２
年１０月から令和５年１０月ま
でのため、前年度と同様に委
嘱実数７名に対して女性の
人数は１名です。

A
女性委員の増員に努め
ます。

委員募集時に広報や
ホームページで女性
の候補者の増加に向
けた働きかけを行
い、女性割合の目標
達成を目指します。

令和５年度の改選は
ありません。

公募委員の選定には女
性の登用割合が多いが、
保険医等や公益を代表
する委員の推薦について
も、女性の推薦を依頼し
ていきます。

令和４年１０月改選
委員１３名中、女性委員４
名。
割合は３０．８％。なお、公募
による委員４名中女性３名で
す。

A

　公募委員の選定には女
性の登用割合が多いが、
保険医等や公益を代表
する委員の推薦について
も、引き続き女性の推薦
を依頼していきます。

令和５年度の改選は
ありません。

公募市民の募集に当
たっては、市の目標を周
知し、女性の積極的な応
募を呼びかけます。

委員１８名中、女性委員は７
名です。割合は３８．９％。な
お、公募委員７名中女性４名
（５７．１％）です。

A

令和４年度は開催実績
がありませんでしたが、
引き続き委員の改選の
際に女性委員の積極的
な登用に努めていきま
す。

委員の公募にあたっ
ては、引き続き、女性
の積極的な応募を呼
びかけるとともに、各
団体への推薦依頼に
おいても、市の目標
を周知し、女性委員
の積極的な登用に努
めてまいります。

現在、所管の審議会等に
は、全て女性の委員がい
るので継続して女性の登
用に努めます。

老人ホーム入所判定委員会
書面開催１回（１２月２８日）、
地域包括支援センター運営
協議会３回（５月２３日、１１
月１５日、３月２４日）及び高
齢者虐待ネットワーク会議４
回（６月２日、８月１７日、１１
月２８日、２月３日）開催しま
した。

B

老人ホーム入所判定委
員会については女性委
員が０名となったことか
ら、B評価としました。専
門性が求められることか
ら、目標達成は難しいで
すが、女性の登用に努め
ます。

委嘱実数７名に対して、女性
の人数は１名です。

委嘱実数８名に対して、女性
の人数は４名です。

委員改選は無かったものの、
行政等のあて職の女性委員
のうち１名が女性委員となっ
たことから、全部で８名となり
ました。

令和３年度は委員の改選が
ありませんでした。

委員１８名中、女性委員は７
名です。割合は３８．９％。な
お、公募委員７名中女性４名
（５７．１％）です。

運営協議会３回及び高齢者
虐待ネットワーク会議４回開
催しました。
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A

17
女性のいない審議会
等をなくします

介護支援課

障害者支援課

健康増進課

子ども家庭課

商工振興課

環境政策課

（現在女性の委員はいま
すが）介護認定審査会に
おいては専門性が求めら
れるため、医師会等の団
体へ委員の選出を依頼し
ています。

１５合議体中女性委員がいな
い合議体が１合議体ありまし
た。

B

委員の職種と参加可能
な日時等を優先しつつ、
可能な限り多くの合議体
に女性委員を配置できる
よう目指します。

現在の委員の任期が
令和5年3月までと
なっている為、新規
委嘱を行います。引
き続き専門性を求め
る為、医師会や関連
団体等に専門的な知
識を持った方を推薦
していただき、職種と
委員の参加可能な日
時等を優先し合議体
の編成を行い、その
範囲内で女性のいな
い合議体を減らせる
よう努めます。

A
子ども・子育て会議は、
女性登用率が６割を超え
ています。

子ども・子育て会議
の令和５年度の委員
改選にあたり、女性
登用率が４割を下回
らないように努めま
す。

公募委員の選定にあたっ
ては、積極的に女性の登
用に努めます。

実施なし(委嘱なし) ‐

公募委員の選定にあ
たっては、積極的に
女性の登用に努めま
す。

医師会や障害者関連の
団体等から専門的な知
識を持った方を推薦して
いただいています。

２４合議体中、女性委員の割
合が４０％を下回る合議体が
２回ありましたが、女性のい
ない合議体はありませんでし
た。

A

委員の参加可能な日時
等を優先しつつ、可能な
限り多くの合議体に女性
委員を配置できるよう目
指します。

令和5年4月に新たな
期間の委嘱を行うた
め、関連団体等から
専門的な知識を持っ
た方を推薦していた
だく予定です。引き続
き女性委員の登用が
保てるよう努めます。

医師会へ女性の審議委
員を推薦していただける
よう依頼していきます。

委員７名中３名が女性です。
【流山市予防接種健康被害
調査委員会】
第１回　令和４年６月２８日
５名
（うち女性３名）
第２回　令和５年２月１４日
６名
（うち女性３名）

Ａ
女性登用率４割を達成し
ています。引き続き女性
の登用に努めます。

流山市予防接種健康
被害調査委員会にお
いて、女性の審議員
を登用します。

既に女性登用率が６割を
超えていますが、今後も
積極的に女性の登用に
努めます。

令和４年度は、改選がありま
せんでした。

公募委員の選定にあたっ
ては、積極的に女性の登
用に努めます。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員12名中5名
（41.6%）です。

A

令和5年度中に委員の改
選を予定しているため、
引き続き公募の際に女性
の積極的な応募を呼び
掛けます。

環境審議会の公募委
員の選定にあたって
は、積極的に女性の
登用に努めます。

職種の専門性によって合議
体を編成するため、１５合議
体中女性委員がいない合議
体が１合議体ありました。

委員１０名中４名が女性で
す。

委員７名中２名で、約３割が
女性です。

１４名中９名が女性です。

現在休会中、委嘱なし。

１２名中５名が女性です。割
合は41.6％となり、目標を達
成することができました。
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B

A

C

‐

A

A

A

17
女性のいない審議会
等をなくします

まちづくり推進課

道路管理課

経営業務課

学校教育課

クリーンセンター

A

委員更新時に、女性委員
を確保することができまし
た。引き続き女性委員の
割合向上に努めます。

今後、委員の改選に
あたっては、広報や
ホームページを通じ
て審議会等開催時の
子どもの一時預かり
や一時保育実施の周
知を行い、女性委員
の割合向上に努めま
す。

建築審査会に、女性の委
員がいるので、継続して
女性の登用に努めます。

委員改選の際に女性の推薦
に努めていますが、女性の
登用は５名中１名に留まって
います。引き続き、女性の登
用に努めます。

A
引き続き女性の登用に努
めます。

建築審査会は建築基
準法において専門分
野が定められており、
専門性を求められる
ものではありますが、
目標値を達成できる
よう女性の登用に努
めます。

廃棄物対策審議会の公
募委員を選定する際は、
積極的に女性の登用に
努めます。

任期期間中のため委員改選
は行っておりません。女性の
割合は委員13名中4名
（30.8%）です。

A

令和5年度中に委員の改
選を予定しているため、
公募の際に女性の積極
的な応募を呼び掛けるほ
か、各団体への推薦依
頼の際に女性の推薦の
検討を併せて依頼しま
す。

委員を選定する際
は、積極的に女性の
登用に努めます。

令和4年度については、
上下水道事業運営審議
会委員の公募を行う予定
であるため、女性の登用
に努めます。

令和5年2月に上下水道事業
運営審議会委員の公募を行
いました。広報ながれやまに
おいては一時保育の利用が
可能であるなど子育て中の
方にも参加しやすいよう記載
しました。

Ａ
子育て中の方にも参加し
やすいよう一時保育に関
する記載を行いました。

令和5年5月に委員の
改選予定であるた
め、引き続き女性の
登用に努めます。

公募委員の選定にあたっ
ては、積極的に女性の登
用に努めます。

令和４年度は委員の改選は
ありませんでした。
令和４年７月と８月の計２回
審議会を実施しました。
１回目は委員１５名参加（うち
女性６名）
２回目は委員１１名参加（うち
女性４名）でした。

A

女性登用率４割を達成し
ています。審議会への参
加率も概ね満たしていま
す。

各審議会において女
性委員の登用に努め
ます。
令和５年８月に委員
の改選予定です。引
き続き女性登用率が
４割を下回らないよう
に努めます。

公募委員の選定にあたっ
ては、積極的に女性の登
用に努めます。

令和4年度は審議会を開催し
ませんでした。

-

令和４年度は、審議会の
開催はありませんでした
が、審議会開催の際は
積極的に女性の登用に
努めます。

交通安全対策会議・
自転車駐車対策審議
会を委嘱する際に
は、公募委員の選定
にあたり、積極的に
女性の登用に努めま
す。

鰭ケ崎・思井地区は、既
に換地処分を迎え、審議
する事項がないことか
ら、任期以降の委員の登
用は行いません。

委嘱なし -

鰭ケ崎・思井地区
は、既に換地処分を
迎え、審議する事項
がないことから、任期
以降の委員の登用は
行いません。

都市計画課

建築住宅課

令和４年１月１９日から２年間
の任期で新たな審議会委員
の公募を行い、委員１３名の
うち、女性は４名30.8%）となり
ました。

都市計画審議会：１５名中２
名
広告物審議会：７名中３名
引き続き女性委員の割合向
上に努めます。

委員改選の際に女性の推薦
に努めていますが、女性の
登用は５名中１名に留まって
います。引き続き、女性の登
用に努めます。

引き続き、女性のいる審
議会となるよう委員選出
の際に留意します。

都市計画審議会：１５名中２
名であったが、都合により現
在は、12名中１人が女性で
す。
広告物審議会：７名中３名
引き続き女性委員の割合向
上に努めます。

5月21日付で換地処分を迎
え、本協議会は廃止となりま
した。

交通安全対策会議の委員１
３名中６名が女性です。
自転車駐車対策審議会は公
募実績がありません。

令和３年度の改選により、委
員数１５名に対して女性の委
員が５名になりました。

通学区域審議会について
は、令和3年度に委員の改選
を実施しました。委員15名の
うち女性委員は6名（40％）で
す。
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A

A

A

18 C

No
評
価

B

B

企画政策課

商工振興課

17
女性のいない審議会
等をなくします

博物館

企画政策課

担当課

指導課

生涯学習課

施策の方向　②女性管理職の登用の促進

評価の理由事業内容
令和４年度
取り組み内容

19
商工関係団体等に女
性の管理職への登用
を働きかけます

ホームページ等を通じ
て、「えるぼし・プラチナえ
るぼし」認定制度につい
て周知を図ります。

ホームページにおいて、える
ぼし認定、プラチナえるぼし
認定制度の案内をしていま
す。また、流山商工会議所を
通じて商工関係団体に男女
共同参画に関する資料の配
布を行うとともに、３月２７日
の流山商工会議所青年部の
会議にて、男女共同参画に
関する説明と資料配付を行
いました。

A

商工会議所を通じて情報
提供に努めます。

女性活躍推進法の改正につ
いて市ホームページに国（厚
生労働省）の案内ページを掲
載する等して情報提供しまし
た。

A

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価

必要な方に情報が提供
出来るよう、商工会議所
以外に市ホームページへ
の掲載を図りました。

商工会議所を通じて
情報提供に努めま
す。

えるぼし認定、プラチナ
えるぼし認定制度の案内
のほか、女性活躍推進
法の改正による制度変
更等について、ホーム
ページへの掲載及び商
工関係団体への説明と
資料配付による周知を図
りました。

ホームページ等を通
じて、「えるぼし・プラ
チナえるぼし」認定制
度について周知を図
ります。

審議会等の子どもの
一時預かりの利用を
促進します

審議会等開催時の子ど
もの一時預かりや一時保
育の実施を所管課に求
めます。市民に対しては
こうした制度が活用でき
ることを周知します。

令和４年度に開催された各
審議会等において、１名の一
時保育利用がありました。

A

流山市審議会等の委員
に係る子どもの一時預か
りに関する要領の改正を
行い、庁内で共有しまし
た。また、公募委員の募
集をする際は、一時預か
りが利用できる旨を明記
するよう審議会等担当課
に求め、広報やホーム
ページで周知するよう働
きかけました。

審議会等開催時の子
どもの一時預かりの
実施を所管課に求め
ます。また、市民等に
対し、審議会等の選
考面接や会議開催時
に一時預かりが利用
できることを周知しま
す。

専門的な知識が必要な
中で女性委員の登用を
進めていきます。

令和４年の委員改選に伴
い、文化財審議会は女性委
員の比率が50％となりまし
た。一方、市史編さん審議会
は女性委員が減り1名となり
ました。

A

文化財審議会の改選に
あたり、新規委員に女性
専門家の登用を進めるこ
とができました。市史編さ
ん審議会は、公募委員以
外は委員を継続すること
となり、女性委員の登用
が進みませんでした。

引き続き専門性を
もった女性の登用と
人材発掘に努めま
す。

令和５年度以降も、引き
続き女性の登用に努め
ます。

教育支援委員会議等の審議
会において、女性委員の配
置がない審議会はありませ
ん。

A
令和５年度以降も、引き
続き女性の登用に努め
ます。

令和５年度以降も、
引き続き女性の登用
に努めます。

生涯学習審議会並びに
青少年指導センター運営
協議会の改選に当たって
は、公募委員に女性の積
極的な応募を呼び掛けま
す。

任期満了に伴う生涯学習審
議会並びに青少年指導セン
ター運営協議会の公募委員
については、広報ながれやま
及びホームページで、女性委
員の積極的な応募を呼び掛
けました。

Ａ

令和５年１月の任期満了
に伴う新たな生涯学習審
議会委員については、女
性の登用率が５０％とな
りました。

令和５年５月の任期
満了に伴う新たな青
少年指導センター運
営協議会委員につい
ては、引き続き女性
の登用率が４割を下
回らないように努めま
す。

教育支援委員会議等の審議
会において、女性委員の配
置がない審議会はありませ
ん。
また令和３年度は教育支援
委員の改選を行いました。

任期満了に伴う青少年指導
センター運営協議会の公募
委員については、広報なが
れやま及びホームページで、
女性委員の積極的な応募を
呼び掛けました。

令和3年度は委員の改選が
ありませんでした。

令和３年度に開催された審
議会等での一時保育利用者
は０名でした。

令和３年度　実施結果

ホームページにおいて、「え
るぼし」認定制度の案内をし
ているほか、商工関係団体
等向けに、男女共同参画に
係る資料を配布しました。

女性活躍推進法の改正につ
いて市ホームページに国（厚
生労働省）の案内ページを掲
載する等して情報提供しまし
た。

令和６年度
取り組み内容（予定）
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20 B

21 B

22 A

No
評
価

23 A

B

人材育成課

人材育成課

人材育成課

担当課

商工振興課

商工振興課

経験やキャリアを生
かした創業をめざす
女性を支援します

女性向け創業スクールの
開催をはじめ創業コン
シェルジュ、デザインコン
シェルジュを実施し、女性
の創業を支援します。

女性向け創業スクールを開
催し、女性の創業を支援しま
した。

A

市内で創業・起業しようと
する方を支援するため、
女性向け創業スクール
（２６人受講）を開催し、５
人が創業（定期・不定期
活動を含む。）しました。

女性向け創業スクー
ルの開催をはじめ創
業コンシェルジュ、デ
ザインコンシェルジュ
への相談体制を設
け、女性の創業を支
援します。

女性向け創業スクールを開
催し、女性の創業を支援しま
した。

令和６年度
取り組み内容（予定）

中間
評価 評価の理由

施策の方向　③女性の経営参画や社会参画の促進

事業内容
単身高齢者世帯の防火
診断を女性消防部が主
体となり実施していきま

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況

24
経営に必要な資格、
技能取得に関する情
報を提供します

商工会議所と連携し、情
報提供に努めます。

経営に係るセミナーの情報
について商工会議所にチラ
シの配架を依頼する等して
情報提供しました。

A

必要な方に情報が提供
出来るよう、商工会議所
との協力体制のもとセミ
ナー情報の周知を図りま
した。

商工会議所と連携
し、情報提供に努め
ます。

経営に係るセミナーの情報
について商工会議所にチラ
シの配架依頼する等して情
報提供しました。

キャリアデザイン研修
の充実を図り、管理
職への昇格意識の向
上を図ります。

キャリアデザイン研修
を行い、管理職での
活躍を希望する職員
の割合の上昇を図り
ます

キャリアデザイン研修の
充実を図り、管理職への
昇格意識の向上を図りま
す。

勤続年数10年の職員24名を
対象に、令和４年７月22日に
キャリアデザイン研修を実施
し、職員の意識向上を図りま
した。
また、勤続年数５年の職員33
名を対象に令和４年7月21日
に職場実践力向上研修を実
施し、キャリアアップのため
の下地となるスキルの向上
を図りました。

A
研修を通じ管理職職員へ
の昇格意識向上を図りま
した。

令和３年度　実施結果

女性職員が管理職に
なるために必要な仕
事を経験するため、
性別による区別のな
い職務分担を行いま
す

所属長は、女性職員が
管理職になるために必要
な仕事を経験させるた
め、性別による区別のな
い職務分担を行います。

新任課長級職員12名を対象
に、令和４年４月20日、５月
19日に新任課長研修を実施
し、管理職の意識向上を図り
ました。

A
研修を通じ管理職職員の
意識向上を図りました。

所属長は、女性職員
が管理職になるため
に必要な仕事を経験
するために、性別に
よる区別のない職務
分担を行います。

女性職員を外部研修
（自治大学校、県自
治研修センター等）へ
積極的に派遣するこ
とにより、管理職での
活躍を希望する職員
を育成します。
また、昇格後に新任
課長研修、新任課長
補佐研修等を実施
し、責任ある地位で
の不安や課題を取り
除く支援を行います。

女性職員の管理職へ
の登用を推進します

女性職員を外部研修（自
治大学校等）へ積極的に
派遣することにより、管理
職での活躍を希望する職
員を育成します。
また、昇格後に新任課長
研修、新任課長補佐研
修等を実施し、責任ある
地位での不安や課題を
取り除く支援を行います。

学校（県職）から教育委員会
に出向する職員を除いた女
性管理職者数は、平成30年
度当初29人、平成31年度当
初32人、令和２年度当初34
人、令和３年度当初39人、令
和４年度当初40人と増加傾
向にあります。

B

女性管理職の割合は増
加しているものの、特定
事業主行動計画におけ
る目標未達成のため、B
評価としました。

新任課長を対象に、令和3年
4月16日、5月12日に新任課
長研修を実施し、管理職の
意識向上を図りました。

勤続年数10年、20年の職員
を対象に、令和3年7月28日、
29日にキャリアデザイン研修
を実施し、職員の意識向上を
図りました。

学校（県職）から教育委員会
に出向する職員を除いた女
性管理職者数は、平成29年
度当初24人、平成30年度当
初29人、平成31年度当初32
人、令和2年度当初34人、令
和3年度当初39人と増加傾
向にあります。
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D

25 A

C

B

B

改選年であることか
ら、例年５月に開催し
ている議会報告会は
実施しませんが、１１
月開催に向け、一時
保育や手話通訳等の
対応をとり、どなたで
も参加できるような、
また参加したくなるよ
うな議会報告会の内
容の充実と配慮を推
進します。

26
市政への参画に関す
る情報を提供します

家族経営協定の締結
を促進します

新規に１件の農業経営体に
おいて家族協定を締結しまし
た。

新型コロナウイルス感染症
の影響により、２年ぶりに開
催した議会報告会は、開催
の可否について直前まで検
討が必要であったため、一時
保育や手話通訳等の対応を
中止としました。

廃棄物対策審議会の委員公
募・開催について広報紙等で
周知しました。また、自治会
等を対象にごみ出前講座を4
件実施しました。

農業振興課

農業振興課

議会事務局

クリーンセンター

企画政策課

年２回開催（改選年は年
１回）している議会報告
会では、一時保育や手話
通訳等の対応をとるな
ど、できる限りどなたでも
参加できるよう配慮しま
す。

　令和４年５月１４～１５日に
議会報告会を実施しました。
　しかし、一時保育や手話通
訳等の対応については、保
育施設等において新型コロ
ナウイルスの感染が拡大し
ていたため、実施しないこと
としました。
※「令和４年度取り組み内
容」において年２回開催と表
記していますが、２回目の議
会報告会は行いませんでし
た。（議会報告会の今後の在
り方について協議する場へと
変更したため）

C

一時保育や手話通訳等
の対応を中止せざるを得
ない状況であったことか
ら、このような評価としま
した。
　今後も、市民の安心・安
全を第一に対応してまい
ります。

家族経営協定の締結に
結びつくように努めます。

新規5件の家族経営協定を
締結しました。

A
予定していた取組が実施
できました。

家族経営協定の締結
に結びつくように努め
ます。

令和３年度に２回開催した男
女共同参画審議会の開催情
報を広報や市ホームページ
に掲載しました。企画政策課
以外でも本議会や委員会の
議会傍聴、パブリックコメン
ト、審議会の委員募集等にお
いて市民の市政への参画機
会を設けています。

広報等で年２回以上、市
民に市政への参画に関
する情報の提供を行いま
す。特に、女性の審議会
委員への登用率向上を
目指し、市民公募への参
加等を呼びかけます。

令和４年度に５回開催した男
女共同参画審議会の開催情
報を広報や市ホームページ
に掲載しました。企画政策課
以外でも本会議や委員会の
議会傍聴、パブリックコメン
ト、審議会の委員募集等にお
いて、市民の市政への参画
機会を設けています。

B

男女共同参画審議会の
開催について、市ホーム
ページや広報で情報提
供することができました
が、審議会委員の女性
の登用率が目標に達成
していないため、B評価と
しました。女性の市政参
画が進むよう、市民公募
への参加等を呼びかけ
ていきます。

広報等で、市民に市
政への参画に関する
情報の提供を行いま
す。特に、女性の審
議会委員への登用率
向上を目指し、市民
公募への参加等を呼
びかけます。

広報紙等で市民に市政
への参画に関する情報
の提供を行います。

廃棄物対策審議会の開催に
ついて広報紙等で周知しまし
た。また、自治会等を対象に
ごみ出前講座を5件実施しま
した。

B
引き続き、市民に市政へ
の参画に関する情報の
提供を行います。

広報紙等で市民に市
政への参画に関する
情報の提供を行いま
す。

講習会、共進会等を通じ
て効率的な経営に必要
な技術習得についての情
報提供に努めます。

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、各講習会
は中止としました。
共進会については、感染防
止対策を行い開催しました。

B

新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、各講
習会は中止としました
が、技術習得の場として
の共進会は、感染防止
対策を行い開催しまし
た。

各講習会、共進会を
通じて効率的な経営
に必要な技術習得に
ついての情報提供に
努めます。

24
経営に必要な資格、
技能取得に関する情
報を提供します

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、各種講習
会の開催は中止となりまし
た。
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27 A

政策・方針決定過程
への参画に向けた人
材を発掘し登録しま
す

方策や、人材について庁
内で情報共有を図りま
す。また、女性リーダー
養成のための講座をはじ
めとした啓発講座を実施
し、政策・方針決定過程
へ参画できる人材育成を
継続して支援します。

女性リーダーを養成するリー
ダーシップ・セミナーとして、
「データで読み解く　女性の
参画」をテーマに、男女共同
参画の視点からデータを扱う
ことのできる地域人材育成に
資する講座を９月１３日に実
施しました。

A

講座後のアンケートで
は、全員が大変満足、満
足と回答し、データを活
用した説得力のある企
画・提案に活かしたいと
の感想がありました。

女性リーダー養成の
ための講座をはじめ
とした啓発講座を実
施し、政策・方針決定
過程へ参画できる人
材育成を継続して支
援します。

女性リーダーを養成する
「リーダーシップセミナー（全
４回）」を実施し、自治会や市
民活動、起業志望など、さま
ざまなリーダーや、リーダー
を目指す女性が参加しまし
た。

企画政策課
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No
評
価

28 B

各小中学校の保護者を対象
にした、家庭教育講座を開催
しました。働き方が多様化し
ているため、平日に参加出
来ない人でも参加出来るよう
土曜日にも開催しました。ま
た、新型コロナウイルス感染
症対策で動画を見て学習す
る学校もありました。

担当課

公民館

事業の達成状況と評価

新型コロナウイルス感染症拡大による取組内容の変更もありましたが、事業の実施方法を変更するなど、家庭生活や地域活動への市民参画への機
会を活用し、意識向上を図りました。

男女共同参画の視点
に立った家庭教育に
関する講座等を開催
します

小中学生の保護者を対
象にした「家庭教育講座」
を開催し、その中で男女
が共に育児に参加できる
ような情報提供を行いま
す。

令和４年度は各小中学校１５
校で講座を開催しました。性
教育や子どもの人間関係、
ネットの問題など、男性が育
児に参加できるような内容で
開催しました。

B

新型コロナウイルス感染
症下でも講座を開催でき
るよう、工夫しました。ま
た、どの講座でも、１０人
以上の参加者を集めるこ
とができ、アンケートでも
概ね好評でした。しかし、
新型コロナウイルスなど
の影響により、講座を開
催できない小中学校も
あったため、B評価としま
した。

小中学生の保護者を
対象にした「家庭教
育講座」を開催し、そ
の中で男女が共に育
児に参加できるような
情報提供を行いま
す。

5 3 2 0 80.0%

9.6% 8.7%

0

C評価

施策の方向　①男女がともに担う家事育児、介護、地域活動への参画の推進

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由令和３年度　実施結果

9.0%

令和３年度　事業の達成状況と評価

指標④
（一覧14）

「男は仕事、女は家事育児」という固定的な見方をしている人の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

8.6%未満

A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

R4 R5 R6

前年度比10％増加 713人 697人 704人

平日0.9時間、休日1.4時間 平日1.0時間、休日1.6時間 平日1.0時間、休日1.5時間

指標③
（一覧13）

介護支援サポーター登録者数

目標
実績

R2

指標②
（一覧12）

男性の家事・育児・介護に費やす時間

目標
実績

R2 R3

R3

R5 R6

65.0% 63.1% 62.5% 61.4%

基本的課題 家庭生活や地域活動における男女共同参画の推進

指標①
（一覧11）

コミュニティ活動参加者の割合

目標
実績

R2 R3 R4

R4 R5 R6

平日2.5時間、休日4時間

令和６年度
取り組み内容（予定）

令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価

7

B評価

3

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%

事業の達成状況と評価

男女共同参画の視点に立った家庭教育に関する講座や子育てイベントを開催し、意識向上を図りました。また、市民
活動推進センターと連携し、地域活動への参画を促進しました。
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29 A

B

C

31 C

コミュニティ課

高齢者支援課

公民館

令和４年度は令和３年度
より６回多く講座を実施
することが出来ました。し
かし、いくつかの講座で
参加者の減少が見られ
たため、B評価としまし
た。令和５年度は、令和４
年度よりも開催方法、広
報活動等を工夫し、より
多くの参加者を集めるこ
とができるように工夫しま
す。

コミュニティ課

30
市民の地域活動への
参画を促します

市民活動推進センターと
連携し、広報やセンター
発行の情報誌・ＳＮＳを通
じ、地域活動参画への
きっかけとなるような情報
提供に努めます。

市民活動推進センターと連
携し、広報やセンター発行の
情報誌・ＳＮＳを通じ、地域活
動参画へのきっかけとなるよ
うな情報提供に努めました。

A

市ホームページやＳＮＳ
等を活用して積極的に広
報を行いました。また、市
民活動推進センター主催
で「ながスク」講座を全２
８回開講し、市民の地域
活動への参画を促しまし
た。

自治会等に人材の育
成を働きかけます

関係部署と連携を図りな
がら、男女共同参画に関
する情報を自治会に向け
て発信していくように努め
ます。

関係部署等と連携を図りな
がら男女共同参画に関する
情報を自治会に向けて発信
していくよう努めました。

A

回覧文書をホームページ
に掲載することで、回覧
後も情報を見直せるよう
に努めました。

引続き、関係部署と
連携を図りながら、男
女共同参画に関する
情報を自治会に向け
て発信していくように
努めます。

関係部署等と連携を図りな
がら男女共同参画に関する
情報を自治会に向けて発信
していくよう努めました。

引続き、市民活動推
進センターを通じた情
報発信に取組み、地
域活動参画に関する
市民ニーズに応えら
れるよう努めます。

引き続き、男女ともに介
護支援サポーター登録者
の増加を目指します。

介護支援サポーター養成講
座を８回実施し、１２８名（男
性５１名、女性７７名）が参
加、３８名（男性１３名、女性
２５名）のサポーター登録が
ありました。

B

令和４年度は生涯大学
校と連携して、２回開催し
合計８回の講座を開催す
ることで、介護支援サ
ポーターへの参加の周知
や新規登録者の堀り起こ
しをすることができたため
B評価としました。

引き続き、男女ともに
介護支援サポーター
登録者の増加を目指
します。

市民活動推進センターと連
携し、広報やセンター発行の
情報誌を通じ、地域活動参
画へのきっかけとなるような
情報提供に努めました。

介護支援サポーター養成講
座を６回実施し、５０名（男性
１６名、女性３４名）が参加、
４５名（男性１４名、女性３１
名）のサポーター登録があり
ました。

父親だけではなく、母
親・父親がともに育児
に積極的に参加出来
るような講座を企画し
ていきます。

８月８日に親子を対象にし
た、「夏休み親子チャレンジ
教室」を実施し、22人が参加
しました。また、２月２７日に
は子育てパパを対象とした
「子育てパパのセミナー」を
午前と午後に実施し、計１０
人が参加しました。

男性が育児に参加す
るための講座等を開
催します

父親と子どもを対象にし
た子育て関連事業や親
子が共に楽しむことが出
来る講座を企画・実施し
ます。

８月７日、２１日に「夏休み親
子チャレンジ教室」を実施し、
計２０組４０人の親子が参加
しました。９月３日には、「親
子チャレンジ教室」を実施し、
９組１８人の親子が参加しま
した。２月２６日には、子育て
中のパパを対象とした「子育
てパパのセミナー」を実施し、
計６人が参加しました。また、
３月４日には、「野菜を使った
お菓子作り」講座を実施し、６
組１２人の親子が参加しまし
た。３月２１日には、「親子で
手打ちうどん教室」を実施し、
４組８人の親子が参加しまし
た。

B
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32 A

33 B

子ども家庭課

健康増進課

新型コロナウィルス感染症の
影響により実施回数は増え
ていないが、利用者の声を取
り入れながら、各年齢に応じ
たイベントを実施しました。

新型コロナウイルス感染
症の感染拡大時期には、
開催方法をzoomへ切り
替えたことで、参加者か
らもzoomで参加できてよ
かったとの声をいただき
ました。

両親学級を毎月開催
します。
働く女性とそのパート
ナーが参加しやすい
ように、土曜日開催を
６日（１８回）実施しま
す。
アンケートをもとに参
加者の声を取り入
れ、開催回数や参加
人数を増やし、内容
を充実させます。

新型コロナウイルス感染症
の感染防止対策を講じなが
ら開催しましたが、感染拡大
した際は、中止しました。
土曜の開催は４日間８回（参
加者数２３３名）実施しまし
た。

両親学級等を開催し
ます

両親学級を毎月開催しま
す。働く女性やそのパー
トナーが参加しやすいよ
うに、土曜日開催を６日
（計１２回）実施します。

新型コロナウイルス感染症
の感染防止対策を講じなが
ら開催しました。感染拡大し
た８月９月は、zoom開催へ切
り替え開催しました。（参加者
数１３２名）
土曜の対面開催は５日間１０
回（参加者数２８５名）実施し
ました。

A

男女共同参画の視点
に立った子育てのイ
ベントを開催します

児童館・児童センター及
び子育て支援セン
ターにおいて、男女共同
参画の視点に立って、子
育てのイベントを企画し
ます。

新型コロナウィルス感染症の
影響により実施回数は増え
ていないが、利用者の声を取
り入れながら、各年齢に応じ
たイベントを実施しました。

A

児童館・児童センター及
び子育て支援センターで
アンケート等を実施して、
利用者の声を聞きなが
ら、イベントを実施しまし
た。

児童館・児童センター
及び子育て支援セン
ターにおいて、男女
共同参画の視点に
立って、子育てのイベ
ントを企画します。
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評
価

A

A

35 A

担当課

企画政策課

コミュニティ課

企画政策課

市民活動推進センターと
連携し、関係部署から提
供されたチラシ等の媒体
１２件を配架しました。

引続き、関係部署と
連携を図りながら、男
女共同参画に関する
情報発信に努めま
す。

施策の方向　②男女の固定的役割分担意識や慣行の解消に向けた啓発

34
地域活動における男
女共同参画意識の啓
発を行います

講座やホームページ等を
通じて年２回以上、地域
活動における男女共同
参画に関する情報提供を
行い、意識啓発に努めま
す。また、市民編集員が
作成する啓発情報紙で、
男女共同参画の視点を
持って地域で活躍する人
材を取り上げ、紹介しま
す。

各啓発講座の開催や６月２３
～２９日の男女共同参画記
念週間、毎月の女性の生き
方相談について、適宜広報、
市ホームページ、シティセー
ルスツイッターで情報提供し
ました。市民編集員を中心に
作成した男女共同参画社会
をめざす情報紙では、総合
防災訓練を男女共同参画の
視点で考える特集や、ジェン
ダーレス制服の導入につい
て取り上げました。

A

広報や市ホームページ、
シティセールスツイッター
等を活用し、男女共同参
画社会づくりや相談事業
について広く周知を図る
ことができました。男女共
同参画社会をめざす情
報紙では、市民目線の男
女共同参画の話題につ
いて啓発することができ
ました。

講座や市ホームペー
ジ等を通じて、地域
活動における男女共
同参画に関する情報
提供を行い、意識啓
発に努めます。また、
市民編集員が作成す
る男女共同参画社会
をめざす情報紙で、
身近な情報を取り上
げ、紹介します。

事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

家事・介護等に対す
る男女共同参画意識
の啓発を行います

各啓発講座の開催について
広報や市ホームページで案
内を行いました。また、６月２
３～２９日の男女共同参画記
念週間や毎月の女性の生き
方相談についても、適宜広
報、市ホームページ、シティ
セールスツイッターで情報提
供しました。

市民活動推進センターと連
携し、関係部署から提供され
たチラシ等の媒体１２件を配
架しました。

子育て中の男性を対象とした
講座「リモート時代のパパ
学」を１２月４日に実施し、夫
婦が共に家事・育児・介護を
協力して行うことが重要であ
ると伝えました。

講座やホームページ等を
通じて男女が共に担う家
事・育児・介護の在り方
について情報提供を行
い、女性と比較して参画
の少ない男性を対象とし
た講座を通じた意識啓発
を行います。

第１子の乳児とその父親を対
象とした「パパスクール２０２
２（全３回）」を１１月１２日か
ら実施し、新米パパが親子の
時間を楽しめる工夫と楽しみ
方のアイディアを見つける機
会を提供しました。第３回の
絵本コンサートは、母親も一
緒に多くの親子が参加しまし
た。

A

ダンスやスマホ撮影など
実技講習型の講義を通し
て、参加した父親同士が
交流している姿が見られ
ました。講座後のアン
ケートでは、全員が参考
になったと回答し、父親
向けの講座をもっと開催
してほしい、また参加した
いという感想が多くありま
した。

講座やホームページ
等を通じて男女が共
に担う家事・育児・介
護の在り方について
情報提供を行いま
す。また、女性と比較
して参画の少ない男
性を対象とした講座
を通じた意識啓発を
行います。

市民活動推進センターと
連携し、関係部署から提
供されたチラシ等の媒体
を活用し、啓発に努めま
す。

市民活動推進センターと連
携し、関係部署から提供され
たチラシ等の媒体をもとに啓
発に努めました。

A

令和６年度
取り組み内容（予定）
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No
評
価

A

A

A

担当課

企画政策課

人材育成課

企画政策課

課長級以上及び課長補
佐を対象に、ハラスメント
防止研修を実施し、ハラ
スメント等の防止に努め
ます。

37

商工関係団体等にセ
クシュアル・ハラスメ
ント防止等に関する
情報の提供を行いま
す

国・県等が発するハ
ラスメントに関する情
報収集に努め、市
ホームページ等で随
時提供します。

令和４年度　事業の達成状況と評価

36

セクシュアル・ハラス
メントは暴力にあた
り、人権問題であると
いう認識を促します

ハラスメント防止のため
の講座を開催し啓発を行
います。広報、ホーム
ページ等により、ハラスメ
ント防止と市及び国・県
の相談窓口について情
報提供を行います。

７月２日にハラスメントセミ
ナー「親子で学ぶ護身術
WEN-DO～ピンチに役立つこ
ころと身体の使い方」を実施
し、暴力被害に対し、女性自
身が物理的、精神的に対抗
する手段を親子で学び、ハラ
スメントに対峙する知識につ
いて啓発を行いました。ま
た、市ホームページにもセク
シュアル・ハラスメントのペー
ジを設け、啓発を行っていま
す。

A

セミナー後のアンケート
では、勉強になった、家
族や友人にも教えたいと
いう感想が多くありまし
た。
また、ホームページにセ
クシュアル・ハラスメント
のページを設け、厚生労
働省ホームページのリン
クを掲載して情報提供を
行いました。

。

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

事業の達成状況と評価

法改正や男女共同参画について、商工関係団体へ情報提供の機会を設けるとともに、市民向けの啓発講座を開催し
ました。指標である「職場において『男女の地位が平等になっている』と考える人の割合」は、１％増加しました

令和６年度
取り組み内容（予定）

課長補佐職以上を対象に、
令和４年11月４日にハラスメ
ント研修を実施し、23名の参
加がありました。
また、コンプライアンス意識
の定着を図るため、令和５年
1月25日にコンプライアンス
研修を実施し、46名の参加
がありました。

A

研修等を通じ職員の意識
向上を図り、セクシュア
ル・ハラスメント等の防止
に努めました。

課長補佐職以上を対
象に、ハラスメント防
止研修を実施し、ハ
ラスメント等の防止に
努めます。

ハラスメント防止のた
めの講座を開催し、
啓発を行います。広
報、ホームページ等
により、ハラスメント
防止と市及び国・県
の相談窓口について
情報提供を行いま
す。

事業の達成状況と評価

市民向け啓発講座の実施のほか、商工関係団体へ法改正等の周知を図り、職場のハラスメント防止や固定的性別役割分担の改善に努めました。

0

C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

11 12 0 0 100%

C評価A評価 B評価 A評価 B評価

18 5

38.1%

基本的課題 就業及び労働の場における男女共同参画の推進

指標
（一覧1５）

職場において「男女の地位が平等になっている」と考える人の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

令和３年度　実施結果

７月２日にハラスメントセミ
ナー「ハラスメントに抗する～
自己尊重のためのコミュニ
ケーショントレーニング～」を
実施し、DVやモラハラに気づ
き、相談など様々な支援に繋
げるために、自己表現やコ
ミュニケーションについて啓
発を行いました。

セクシュアル・ハラスメント等
の防止のため、令和3年11月
2日に、ハラスメント防止研修
を実施し、40名の参加があり
ました。また、コンプライアン
ス意識の定着を図るため、管
理職コンプライアンス研修を
令和4年1月26日に実施し、
76名の参加がありました。

ハラスメントに関する情報を
関係団体及びホームページ
等で提供しました。

令和３年度　事業の達成状況と評価

50.0% 35.4% 37.1%

国・県等が発するハラス
メントに関する情報収集
に努め、ホームページ等
で随時提供します。

労働施策総合推進法に基づ
くパワーハラスメント防止措
置の中小企業を含む全ての
事業主への義務化につい
て、市ホームページに厚生労
働省のページのリンクを設け
るとともに、流山商工会議所
にも情報提供しました。

A

市民が詳細な情報にアク
セスできるよう、市ホーム
ページで情報提供を行い
ました。また、流山商工
会議所を通して、商工関
係団体にも情報を提供し
ました。

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%
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B

38 A

B

B

A

No
評
価

B

商工振興課

人材育成課

企画政策課

商工振興課

評価の理由

施策の方向　②多様な働き方を支援するための環境の整備

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
担当課

企画政策課

令和５年度
中間取り組み状況

中間
評価令和３年度　実施結果

農業振興課

39

就業及び職場におけ
る固定的な性別役割
分担の見直しを図り
ます

広報、ホームページ等を
通じて、固定的性別役割
分担を見直すための情
報提供を行います。

市ホームページに事業主向
けのページを設け、内閣府の
ページのリンクを掲載し、職
場における男女共同参画に
ついて啓発を行いました。ま
た、職員用の掲示板を利用
し、職員に対しても固定的な
性別役割分担やアンコンシャ
ス・バイアスについて啓発を
行いました。

A

市ホームページを通じて
事業主向けに啓発すると
ともに、職員に対しても啓
発を行うことができまし
た。また、男女共同参画
週間にあわせ、広く市民
向けに広報、市ホーム
ページに啓発のための
記事を掲載しました。

広報、市ホームペー
ジ等を通じて、固定
的性別役割分担を見
直すための情報提供
を行います。職員に
対しても、掲示板等を
通じて啓発を行いま
す。

パンフレット等による情報
提供を行います。

パンフレット等による情報提
供、就職個別相談及び就労
支援セミナーを実施し啓発し
ました。

A

通年の個別相談及び就
労支援セミナーのほか、
関係機関と共催し、女性
向け再就職支援セミナー
行いました。

パンフレット等による
情報提供を行いま
す。

40

商工関係団体等を対
象として、男女がとも
に働きやすい職場環
境をめざし、講座等を
開催します

商工関係団体等を対象と
した情報提供の機会を年
１回、設けます。

３月２７日の流山商工会議所
青年部の会議にて、男女共
同参画に関する説明と資料
配付を行いました。また、流
山商工会議所を通じて商工
関係団体に男女共同参画に
関する資料の配布を行いま
した。

A

セクシュアル・ハラス
メントに関する相談窓
口の対応充実を図り
ます

課長級以上及び課長補
佐を対象としたハラスメン
ト防止研修において、
ロールプレイによる研修
を充実し、相談相手とし
てのスキルの向上を図り
ます。

課長補佐職以上を対象に、
令和４年11月４日にハラスメ
ント研修を実施し、23名の参
加がありました。

A
研修等を通じ職員の意識
向上を図りました。

課長補佐職以上を対
象とした、ハラスメント
防止研修において、
ロールプレイによる
研修を充実し、相談
者としてのスキルの
向上を図ります。

37

商工関係団体等にセ
クシュアル・ハラスメ
ント防止等に関する
情報の提供を行いま
す

女性農業者に対し、自ら
の意見が農業経営に反
映できるように、情報提
供を行います。

女性農業者の意見が農業経
営に反映できるよう、家族経
営協定を締結する過程で反
映できました。

A

ホームページ掲載等を通
じて情報提供に努めま
す。

チラシの配架を商工会議所
に依頼、労働施策総合推進
法に基づく「パワーハラスメン
ト防止措置」の義務化につい
て市ホームページに掲載す
る等して情報提供しました。

A
チラシの配架やホーム
ページ掲載等を通じて情
報提供しました。

チラシの配架やホー
ムページ掲載等を通
じて情報提供に努め
ます。

予定していた取組が実施
できました。

女性農業者の意見が
農業経営に反映でき
るよう、情報提供を行
います。

チラシの配架を商工会議所
に依頼、労働施策総合推進
法に基づく「パワーハラスメン
ト防止措置」の義務化につい
て市ホームページに掲載す
る等して情報提供しました。

課長級以上及び課長補佐級
の職員を対象に、令和3年11
月2日にハラスメント防止研
修を実施し、職員の意識向
上を図りました。

子育て中の男性を対象とした
講座「リモート時代のパパ
学」を１２月４日に実施し、性
別にとらわれない働き方につ
いて啓発を行いました。

パンフレット等による情報提
供、就職個別相談及び女性
向け就労支援セミナーを実
施し啓発しました。

固定的性別役割分担を見直
すよう、女性農業者には自ら
の意見が農業経営に反映で
きるように、家族経営協定を
締結する過程で反映できまし
た。

団体関係者に対し、男女共
同参画に係る資料を配布し、
啓発に努めました。

令和３年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い
啓発資料の配布のみで
したが、令和４年度は対
面による説明を行うこと
ができました。

商工関係団体等を対
象とした、男女がとも
に働きやすい職場環
境に関する情報提供
や意識啓発を図る機
会を年１回設けます。

令和６年度
取り組み内容（予定）
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B

B

B

B

B

企画政策課

商工振興課

企画政策課

商工振興課

ホームページ等を通じ
て、商工関係団体等に育
児・介護休業制度につい
て、周知を図ります。

市ホームページに育児・介護
休業法のページを設け、厚
生労働省ホームページのリ
ンクを掲載して周知を図って
います。また、流山商工会議
所を通じて商工関係団体に
資料の配布を行うとともに、３
月２７日の流山商工会議所
青年部の会議において説明
と資料配付を行いました。

A

令和３年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い
啓発資料の配布のみで
したが、令和４年度は対
面による説明を行うこと
ができました。

ホームページ等を通
じて、商工関係団体
等に育児・介護休業
制度について周知を
図ります。

商工関係団体にパンフ
レット等による情報提供
を行い、国、県等が行う
研修会への参加を促しま
す。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

B

関係機関への情報提供
に努めましたが、今後と
もアンテナを高くし、国、
県等の研修会の開催状
況の把握に努める必要
があります。

商工関係団体にパン
フレット等による情報
提供を行い、国、県
等が行う研修会への
参加を促します。

ホームページに商工関係団
体等向けに男女共同参画に
関するページを設けていま
す。また、関係者に資料を配
布しました。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

商工関係団体にパンフ
レット等による情報提供
を行い、国、県等が行う
研修会への参加を促しま
す。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

B

関係機関への情報提供
に努めましたが、今後と
もアンテナを高くし、国、
県等の研修会の開催状
況の把握に努める必要
があります。

商工関係団体にパン
フレット等による情報
提供を行い、国、県
等が行う研修会への
参加を促します。

42

商工関係団体等に、
働く男女が法律や制
度を活用できる職場
の雰囲気づくりを働き
かけます

法律や制度について情
報収集を行い、広報や
ホームページ等で商工関
係団体等に情報提供を
行い適切な活用を呼び
かけます。

市ホームページに商工関係
団体等向けに男女共同参画
のページを設け、啓発してい
ます。また、流山商工会議所
を通じて商工関係団体に資
料の配布を行うとともに、３月
２７日の流山商工会議所青
年部の会議において説明と
資料配付を行いました。

A

３年度は新型コロナウイ
ルス感染拡大に伴い啓
発資料の配布のみでした
が、４年度は対面による
説明や資料の配布を通し
て法改正等の周知を図り
ました。

法律や制度について
情報収集を行い、広
報やホームページ等
で商工関係団体等に
情報提供を行い、適
切な活用を呼びかけ
ます。

商工関係団体にパンフ
レット等による情報提供
を行い、国、県等が行う
研修会への参加を促しま
す。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

B

関係機関への情報提供
に努めましたが、今後と
もアンテナを高くし、国、
県等の研修会の開催状
況の把握に努める必要
があります。

商工関係団体にパン
フレット等による情報
提供を行い、国、県
等が行う研修会への
参加を促します。

商工振興課

41
商工関係団体等に育
児・介護休業制度の
周知を図ります

ホームページに商工関係団
体等向けに育児・介護休業
制度のページを設け周知を
図っています。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

40

商工関係団体等を対
象として、男女がとも
に働きやすい職場環
境をめざし、講座等を
開催します

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。
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No
評
価

43 A

A

A

A

A

担当課

商工振興課

ジョブサポート流山で
職業相談・紹介、就
職個別相談を引き続
き実施し、就職支援
に努めます。

評価の理由中間
評価

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和６年度
取り組み内容（予定）

施策の方向　③女性の就職・再就職への支援

事業内容

就職個別相談やセミナー
を行い、就労支援に努め
ます。

就職個別相談及び就労支援
セミナーを実施しました。

A

通年の個別相談及び就
労支援セミナーのほか、
関係機関と共催し、女性
向け再就職支援セミナー
行いました。

就職個別相談やセミ
ナーを実施し、就職
に必要な情報の提供
に努めます。

働きたいと考えている女
性のための講座を年４回
以上開催し、情報提供を
行います。

働きたいと考えている女性を
対象に、９月８日から「再就
職応援セミナー～変化する
時代に対応する！新しいワタ
シのキャリアメソッド～（全４
回）」を実施しました。

A

オンライン面接でのポイ
ントや上手な自己アピー
ルの方法、再就職に必要
なコミュニケーション・ス
キルなどの情報を提供
し、講座後のアンケートで
は、全員が大変満足、満
足と回答しました。

就職個別相談やセミナー
を行い、就労支援に努め
ます。

就職個別相談及び就労支援
セミナーを実施しました。

A

通年の個別相談及び就
労支援セミナーのほか、
関係機関と共催し、女性
向け再就職支援セミナー
行いました。

ジョブサポート流山で
職業相談・紹介、就
職個別相談やセミ
ナーを実施し、就職
支援に努めます。他
の機関と連携して支
援に努めます。

45

44
女性の再就職を支援
します

働きたいと考えている女
性のための講座を年４回
以上開催します。国・県
等が実施する講座や支
援制度についても、情報
提供を行います。

働きたいと考えている女性を
対象に、９月８日から「再就
職応援セミナー～変化する
時代に対応する！新しいワタ
シのキャリアメソッド～（全４
回）」を実施しました。

A

講座後のアンケートで
は、全員が大変満足、満
足と回答し、自身のキャ
リアを振り返り気持ちの
整理ができた、再就職へ
のモチベーションが高
まったなど前向きな声が
多く聞かれました。

働きたいと考えてい
る女性のための講座
を開催します。国・県
等が実施する講座や
支援制度について
も、情報提供を行い
ます。

働きたいと考えている女性の
ために、９月３日から「再就職
応援セミナー～RE:START
あなたらしくキャリアデザイン
～（全３回）」を実施しました。

就職個別相談及び女性向け
就労支援セミナーを実施しま
した。

働きたいと考えている女性の
ために、９月３日から「再就職
応援セミナー～RE:START
あなたらしくキャリアデザイン
～（全３回）」を実施しました。

就職個別相談及び女性向け
就労支援セミナーを実施しま
した。

企画政策課

商工振興課

企画政策課

商工振興課

働きたいと考えてい
る女性のための講座
を開催し、再就職に
必要な知識等につい
て情報提供します。女性の再就職のため

に必要な資格、技能
取得に関する情報の
提供及び講座を開催
します

公共職業安定所と協
力して就業相談を行
います

就職個別相談やセミナー
を行い、就労支援に努め
ます。

就職個別相談及び就労支援
セミナーを実施し啓発しまし
た。

A
通年の個別相談及び就
労支援セミナーを行いま
した。

令和５年度
中間取り組み状況

就職個別相談及び女性向け
就労支援セミナーを実施しま
した。

令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
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No
評
価

46 B

B

B

48 A

担当課

商工振興課

企画政策課

商工振興課

令和６年度
取り組み内容（予定）

評価の理由・改善点等

ホームページの掲載
やパンフレットの配架
等による法律・制度
の周知に努めます。

関係機関への情報提供
に努めたが、今後ともア
ンテナを高くし国、県等の
研修会の開催状況の把
握に努める必要がありま
す。

商工関係団体にパン
フレット等による情報
提供を行い、国、県
等が行う研修会への
参加を促します。

令和３年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大に伴い
啓発資料の配布のみで
したが、令和４年度は対
面による説明を行うこと
ができました。

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果

公共職業安定所等と
協力して法律や制度
を周知します

ホームページの掲載や
パンフレットの配架等に
よる周知に努めます。

評価

ホームページ等に情報を掲
載するほか、パンフレット等
を地域職業相談室に配架し、
働き方や働く上で必要な各
種法制度の周知を図りまし
た。

A
ハローワーク等との協力
により、各種情報の周知
を図りました。

商工関係団体等を対
象とした、男女共同
参画に関する情報提
供や意識啓発を図る
機会を年１回設けま
す。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

商工関係団体等関係者に対
し、男女共同参画に係る資
料を配布し、啓発に努めまし
た。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

ホームページ等に情報を掲
載するほか、パンフレット等
を地域職業相談室に配架し、
周知しました。

令和３年度　実施結果

商工振興課

47

商工関係団体等を対
象にした男女共同参
画に関する講演会を
開催します

商工関係団体等を対象と
した情報提供の機会を年
１回、設けます。

市ホームページに商工関係
団体等向けに男女共同参画
のページを設け、啓発してい
ます。また、流山商工会議所
を通じて商工関係団体に資
料の配布を行うとともに、３月
２７日の流山商工会議所青
年部の会議において説明と
資料配付を行いました。

A

商工関係団体等に法
律セミナー等の開催
を働きかけます

商工関係団体にパンフ
レット等による情報提供
を行い、国、県等が行う
研修会への参加を促しま
す。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

B

関係機関への情報提供
に努めたが、今後ともア
ンテナを高くし国、県等の
研修会の開催状況の把
握に努める必要がありま
す。

商工関係団体にパン
フレット等による情報
提供を行い、国、県
等が行う研修会への
参加を促します。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和５年度
中間取り組み状況

中間
評価 評価の理由

商工関係団体にパンフ
レット等による情報提供
を行い、国、県等が行う
研修会への参加を促しま
す。

パンフレット等による情報提
供を行い、国、県等が行う研
修会への参加を促しました。

B

施策の方向　④法律や制度への理解の促進
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No
評
価

A

A

A

令和６年度
取り組み内容（予定）

秘書広報課

企画政策課

子ども家庭課

15 3 0 0 100%

令和３年度　実施結果

毎月１日号では「健康保健あ
んない」コーナーにおいて松
戸保健福祉センター（松戸保
健所）が実施するＤＶ相談
や、市で実施している各種相
談についても、周知を図りま
した。

７月２日に、DVやモラハラに
気づき、相談など様々な支援
に繋げるために自己表現や
コミュニケーションを学ぶ「ハ
ラスメントセミナー」を実施し
ました。また、内閣府のDV相
談窓口等を広報やホーム
ページに掲載しました。

児童虐待に係る研修会の中
で、DV被害や子どもへの影
響について知識や意識の向
上を図りました。併せて、広
報誌やホームページでDV防
止意識の啓発やDV相談窓
口の案内を行いました。

49
DV防止のための意
識啓発を行います

関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必
要な情報を掲載するよう
努めます。

毎月１日号では「健康保健あ
んない」コーナーにおいて松
戸保健福祉センター（松戸保
健所）が実施するＤＶ相談
や、市で実施している各種相
談についても、周知を図りま
した。

A

関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必
要な情報を掲載するよう
努めます。

Ⅲ　生涯を通して誰もが健康で安心して暮らせる社会づくり

基本的課題 女性、男性、高齢者、子ども、障害者等に対するあらゆる暴力の根絶

令和３年度　事業の達成状況と評価 令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価 B評価

中間
評価 評価の理由 担当課

事業の達成状況と評価

DVや虐待に関する講座や研修を開催し、市民や職員、関係機関の知識や意識の向上を図りました。また、相談体制
を充実させていくとともに、適切な支援を行えるよう、関係機関で連携しました。

達成度
（A・B評価/事業数）

A評価 B評価 C評価 D評価

関係機関との連携の
もと、広報紙等へ必
要な情報を掲載する
よう努めます。

事業の達成状況と評価

DVや虐待等に関する講座や研修を実施し、市または内閣府の相談窓口を適切に案内しました。また、関係機関と情報共有を図り、連携して支援して
いく体制を整えています。

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況

18 0

D評価 達成度
（A・B評価/事業数）

0 100%0

C評価

施策の方向　①DVや虐待等、あらゆる暴力を許さない意識啓発

DV防止のため、様々な
機関で実施しているDV
防止講座や研修会等の
周知活動を行うと共に、
広報紙やホームぺージ
等を利用し、DV防止意識
の啓発を実施します。

児童虐待に係る研修会の中
で、DV被害や子どもへの影
響について知識や意識の向
上を図りました。併せて、広
報誌やホームページでDV防
止意識の啓発やDV相談窓
口の案内を行いました。

A

研修会参加者にアンケー
ト調査を実施し、理解が
深まった等の回答を得る
ことができました。

引き続き、DVに関す
る意識啓発のための
研修会や啓発活動・
情報提供を実施しま
す。

DV防止に関する講座を
年１回以上開催します。
広報、ホームページ等に
より情報を提供します。

７月２日にハラスメントセミ
ナー「親子で学ぶ護身術
WEN-DO～ピンチに役立つこ
ころと身体の使い方」を実施
し、女性に対するさまざまな
暴力被害に対し、女性自身
が物理的、精神的に対抗す
る手段を親子で学び、ハラス
メントに対峙する知識につい
て啓発を行いました。また、
内閣府のDV相談窓口等を広
報や市ホームページに掲載
しました。

A

講座の中で、暴力は身体
的なものに限らず、睨ま
れる、無視されるなどの
精神的なものも含まれる
こと、違和感を感じたら一
人で抱え込まずに人に話
すことが大切と伝えまし
た。市ホームページやシ
ティセールスツイッターに
も相談先を掲載し、周知
を図りました。

DV防止に関する講座
を年１回以上開催し
ます。また、広報、市
ホームページ等によ
り相談窓口等の情報
を提供します。
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B

A

B

A

高齢者支援課

引き続き高齢者虐待
防止ネットワークの研
修会を実施します。
虐待防止のパンフ
レットを関係機関に配
布します。

８月に保護者及び児童に関
わる機関・団体向けの研修
会を実施しました。研修参加
者の理解度は90％以上でし
た。また３月には市役所職員
等を対象に児童虐待防止に
係る知識・理解を深めるため
の研修会を実施し、約90名
の参加がありました。

啓発グッズ（ポケットティッ
シュ）を作成、窓口等で配布
し意識啓発に努めました。

高齢者虐待防止ネットワーク
に委員として参加し、介護
サービス事業者等との連携
を図りました。

専門職向けの高齢者虐待防
止ネットワークの研修会をオ
ンラインで１回開催しました。

日頃から児童及び保護
者と接する職員等を対象
に、児童虐待防止及び早
期発見のための研修会
を開催し、児童虐待に関
する理解及び知識を深め
ます。

研修会をオンラインで実
施したことで、多くの介護
事業所関係者に参加して
いただけたことや、虐待・
DV防止対策室との連携
強化に取り組んだことか
らA評価としました。

研修会参加者にアンケー
ト調査を実施し、理解が
深まった等の回答を得る
ことができました。また、
児童福祉以外の部署の
職員を対象に、児童虐待
に係る知識・理解の向上
を図ることができました。

８月に保護者及び児童に関
わる機関・団体向けの研修
会を実施しました。研修参加
者の理解度は90％以上でし
た。また１月には市役所職員
等を対象に児童虐待防止に
係る知識・理解を深めるため
の研修会を実施し、約30名
の参加がありました。

A

高齢者虐待防止ネット
ワークの研修会を実施し
ます。虐待防止のパンフ
レットを関係機関に配布
します。

引き続き、虐待に関
する意識啓発のため
の研修会や啓発活
動・情報提供を実施
します。

50
虐待防止のための意
識啓発を行います

A

流山市自立支援協議会
権利擁護部会員
とともに「障害者虐待防
止法」の啓発グッ
ズの作成・配布を行い意
識啓発に努めま
す。

流山市民まつりに合わせ権
利擁護部会委員と流山セント
ラルパーク駅前にて啓発グッ
ズを配布しました。また、障
害福祉事業所向けに差別・
虐待防止研修を行い意識啓
発に努めました。

Ａ

流山市民まつりに合わせ
て啓発活動を行うことで、
多くの市民に対して意識
啓発が行えました。また、
障害福祉事業所向けの
研修を行うことで、事業
所に対しても意識啓発を
行えました。

令和5年度においても
継続して窓口等での
意識啓発に努め、イ
ベント時や研修会等
の機会を通じ、さらに
普及啓発を行いま
す。

高齢者虐待防止ネット
ワークに委員として参加
し、介護サービス事業者
等との連携を図ります。

高齢者虐待防止ネットワーク
に委員として参加し、介護
サービス事業者等との連携
を図りました。

A

委員として参加し、他事
業所と現場の意見を共有
することで意識啓発の方
法を検討しました。

引き続き、高齢者虐
待防止ネットワークに
委員として参加し、介
護サービス事業者等
との連携を図ります。

専門職向けの高齢者虐待防
止ネットワークの研修会を１
月２５日にオンラインで１回開
催し、ケアマネジャー等７４人
が参加しました。虐待防止の
パンフレットを関係機関に４０
０部配布し周知に努めまし
た。また。ネットワーク会議内
にて虐待・DV防止対策室よ
りミニレクチャーを実施し、関
係機関の連携強化に努めま
した。

介護支援課

障害者支援課

子ども家庭課
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No
評
価

A

A

A

B

A

令和６年度
取り組み内容（予定）

施策の方向　②被害者支援のための連携体制の整備

相談受付に従事する職員
は、ＤＶに関する相談を受け
た場合は、弁護士による法
律相談を案内するほか、速
やかに関係機関に連絡でき
るよう努めました。

内閣府のDV相談窓口を広報
や市ホームページに掲載し
ました。また、市の女性の生
き方相談利用者でDV被害や
虐待が疑われるケースにつ
いて、子ども家庭課と情報共
有を行いました。

DVが疑われる事例につい
て、関係機関との連携を密に
し、緊急一時保護等の対応
により、今後の見通しがつか
ない相談者に対して、速やか
な生活保護制度の決定を行
いました。

地域包括支援センターや警
察など関係機関と連携し、情
報共有や適切な保護を行い
ました。

DV相談があった際には、関
係機関との連携を密にし、必
要な情報の収集及び提供を
行い、適切な保護を実施しま
した。

担当課事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

社会福祉課

高齢者支援課

引き続き、緊急一時保護
等について、関係機関と
の連携を密に図り、必要
な情報の収集・提供をす
ると共に、適切に保護を
行います。

DV相談があった際には、関
係機関との連携を密にし、必
要な情報の収集及び提供を
行い、適切な保護を実施しま
した。

A
相談者の生活状況等に
応じて、適切な情報提供
と支援を行いました。

引き続き、緊急一時
保護等について、関
係機関と連携を密に
図り、必要な情報の
収集・提供を行うとと
もに、適切に保護を
行います。

引き続き高齢者への虐
待に対し、関係機関との
情報共有化連携を図り、
適切な保護を行います。

地域包括支援センターや警
察など関係機関と連携し、情
報共有や適切な保護を行い
ました。また保護に至るまで
の支援や保護後の支援につ
いて関係機関との情報共有
や検討を行いました。

A

適切な保護や保護した後
の支援について、地域包
括支援センターや警察等
と状況共有を行いなが
ら、適切に実施したた
め、A評価としました。

引き続き地域包括支
援センターや警察な
ど関係機関と連携し、
情報共有や適切な保
護を行います。

関係機関との情報共有
化等連携体制を密にし、
保護事務の適正化を図
るとともに、民生委員等
のネットワークを活用し、
市民からのSOSの声に対
して機動的かつ適切に対
応します。

DVが疑われる事例につい
て、関係機関との連携を密に
し、緊急一時保護等の対応
により、今後の見通しがつか
ない相談者に対して、速やか
な生活保護制度の決定を行
いました。

A

必要に応じて他部署や外
部の関係機関と連携し
て、生活保護制度を適切
かつ柔軟に適用すること
ができました。

関係機関との情報共
有化等連携体制を密
にし、保護事務の適
正化を図るとともに、
民生委員等のネット
ワークを活用し、市民
からのSOSの声に対
して機動的かつ適正
に対応しました。

DV相談窓口情報等の周
知を図ると共に、相談者
に緊急一時保護等の情
報の提供を行います。必
要に応じて他部署と連携
して対応します。

内閣府のDV相談窓口を広報
や市ホームページに掲載す
るとともに、市役所内のトイレ
に相談先のカードを配架しま
した。また、市の女性の生き
方相談利用者でDV被害や虐
待が疑われるケースについ
て、子ども家庭課と情報共有
を行いました。

A

DV相談窓口等の情報を
収集し、提供することが
できました。また、相談者
や児童の安全を守るた
め、必要に応じて他部署
と連携することができまし
た。

DV相談窓口等の周
知を図るとともに、相
談者に緊急一時保護
等の情報の提供を行
います。必要に応じて
他部署と連携して対
応します。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和５年度
中間取り組み状況

中間
評価 評価の理由評価 評価の理由・改善点等令和４年度　実施結果

関係機関との連携の
もと、広報紙等へ必
要な情報を掲載する
よう努めます。
また、DVに関する相
談を受けた場合は、
弁護士による法律相
談を案内すると共に、
適切な関係機関に繋
ぎます。

51

緊急一時保護等に関
する情報の収集と提
供に努め、広域的な
取組を推進します

関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必要な情
報を掲載するよう努めま
す。
また、DVに関する相談を
受けた場合は、弁護士に
よる法律相談を案内する
とともに、適切な関係機
関に繋ぎます。

相談受付に従事する職員
は、ＤＶに関する相談を受け
た場合は、弁護士による法
律相談を案内するほか、速
やかに関係機関に連絡でき
るよう努めました。

A

関係機関との連携のも
と、広報紙等へ必要な情
報を掲載した。
また、DVに関する相談を
受けた場合は、弁護士に
よる法律相談を案内する
とともに、適切な関係機
関へ繋ぐことができまし
た。

子ども家庭課

秘書広報課

企画政策課
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A

A

No
評
価

A

A

A

A

令和６年度
取り組み内容（予定）

事業内容 令和３年度　実施結果 評価
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果

要保護児童対策地域協議会
等に参加し、適切な対応につ
いて関係機関と連携し支援
体制の構築に努めました。

DV対応に関する研修を受講
し、職員のスキルアップを図
ると共に、関係機関と連携
し、適切な相談や支援につな
がるよう努めました。

引き続き、配偶者暴力相
談支援センター等関係機
関と連携し、緊急避難時
の手続きについて支援し
ます。

DV対応に関する研修を受講
し、職員のスキルアップを図
ると共に、関係機関と連携
し、適切な相談や支援につな
がるよう努めました。

A

県が実施する研修会に
積極的に参加したほか、
相談内容に応じて関係機
関と円滑な連携を図りま
した。

評価の理由 担当課
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価

健康増進課

子ども家庭課

評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）

引き続き、相談対応
のスキルアップのた
めの研修会を受講し
たり、関係機関との
意見交換会に参加
し、適切な相談や支
援が実施できるよう
努めていきます。

企画政策課

高齢者支援課

配偶者暴力相談支援セン
ター等関係機関と連携し、迅
速に緊急避難に係る手続き
等支援を行いました。

毎月第１、２、４金曜日に女
性の生き方相談を実施し、必
要に応じて関係部署と情報
共有を行いました。また、市
ホームページ等で内閣府の
DV相談窓口専用ダイヤルの
周知等を行いました。

地域包括支援センターや警
察など関係機関と連携強化
に努めました。

施策の方向　③相談体制の充実

53
暴力等について、相
談体制の充実を図り
ます

地域包括支援センターや警
察など関係機関と連携強化
に努めました。

A
地域の関係機関との連
携強化を図り支援を行っ
たためA評価としました。

引き続き地域の関係
機関との連携強化を
図ります。

52

毎月第１、２、３、４金
曜日に男女共同参画
の視点や専門的な知
識を持った女性相談
員等による女性の生
き方相談を実施し、
DV等の相談にも対応
します。毎月の広報
やホームページ、周
知カード等で市民に
相談業務の周知を図
ります。必要に応じて
他部署と連携して対
応します。

DV被害者に対し、緊
急避難時の手続等を
支援します

市民課

子ども家庭課

男女共同参画の視点に
立った女性の生き方相談
を前年度より月１回増や
し、毎月第１，２，３，４金
曜日に開催します。
毎月の広報やホーム
ページ、周知カード等で
市民に相談業務の周知
を図ります。必要に応じ
て他部署と連携して対応
します。

支援措置申出者の権利義務
を遵守することに努めまし
た。

毎月第１、２、３、４金曜日に
女性の生き方相談を実施し、
必要に応じて関係部署と情
報共有を行いました。市ホー
ムページや広報、周知カード
等で市民に相談業務の周知
を図るとともに、内閣府等の
DVや性暴力の相談専用ダイ
ヤルの周知を行いました。

A

相談件数の増加に伴い、
男女共同参画の視点を
持った女性相談員による
相談を月３回から月４回
に増やして実施するとと
もに、必要に応じて関係
部署と情報共有し、連携
することができました。
また、男性の相談窓口に
ついても、市ホームペー
ジや広報への掲載、トイ
レに相談先のカードを配
架するなどの周知を行い
ました。

引き続き要保護児童対
策地域協議会等に参加
し、適切な対応について
検討するとともに、関係
機関と連携し支援体制の
構築に努めます。

要保護児童対策地域協議会
等に参加し、適切な対応につ
いて関係機関と連携し支援
体制の構築に努めました。

A

要保護児童対策地域協
議会等に参加の他、健診
や訪問事業等の保健セ
ンターが関わる事業で相
談を受けた場合、子ども
家庭課等の必要部署と
連携をとって対応しまし
た。

引き続き要保護児童
対策地域協議会等に
参加し、適切な対応
について関係機関と
連携し支援体制の構
築に努めます。

引き続き地域の関係機
関との連携強化を図りま
す。

支援措置申出者の権利義務
を遵守することに努めまし
た。

A
支援措置の申出者に対
し、安心できる対応がで
きました。

引き続き増加傾向に
ある支援措置申出に
対して、相談機関とも
十分な連携を図りな
がら、住民基本台帳
法に基づき適切な運
用に努めます。

引き続き、配偶者暴力相
談支援センター等関係機
関と連携し、緊急避難時
の手続きについて支援し
ます。

配偶者暴力相談支援セン
ター等関係機関と連携し、迅
速に緊急避難に係る手続き
等支援を行いました。

A
相談者が安心できるよう
迅速に情報提供や支援
を行いました。

引き続き、相談者が
安心できるよう、配偶
者暴力相談支援セン
ター等関係機関と連
携し、迅速に緊急避
難に係る手続き等に
ついて支援します。

引き続き増加傾向にある
支援措置申出に対して、
相談機関とも十分な連携
を図りながら、住民基本
台帳法に基づき適切な
運用に努めます。
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評
価

54 A

A

A

実績
R2 R3 R4 R5 R6

市が実施しているひとり親施策を知っている人の割合

目標
実績

R2 R3 R4 R5

年２回の市営住宅入居募集
を行い、募集実施について広
報、ホームページで周知し相
談に応じました。
また、相談の内容に応じて関
係課と連携しました。

達成度
（A・B評価/事業数）

100%

令和３年度　実施結果

ひとり親家庭等医療費等助
成受給券を送付し、ひとり親
家庭等の困難を抱えている
人への経済的負担の軽減を
図りました。

建築住宅課

A

ひとり親家庭等の父母等
及びその児童に係る医
療費等を現物給付、又は
償還払いで助成すること
により、ひとり親家庭等
の困難を抱えている人へ
の経済的負担の軽減を
図りました。

前年度から継続し
て、ひとり親家庭等の
父母等及びその児童
に係る医療費等を現
物給付、又は償還払
いで助成することによ
り、ひとり親家庭等の
困難を抱えている人
への経済的負担の軽
減を図ります。

事業の達成状況と評価

相談窓口の周知を図り、専門の相談員の配置や相談者の状況に応じた個別相談を行うなど、困難を抱える方に適切な支援を行うことに努めました。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和６年度
取り組み内容（予定）

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等

基本的課題 誰もが健康で安心して暮らせるしくみづくり

指標①
（一覧１６）

A評価 B評価 C評価 D評価

13 0

生きがいを感じる高齢者の割合

目標

中間
評価 評価の理由

C評価 D評価

0

施策の方向　①さまざまな困難を抱えている人へのきめ細やかな支援

79.0%

100%

R6

82.8% 78.7%

令和３年度　事業の達成状況と評価

指標②
（一覧１７）

5 0 0

82.0%

令和４年度　事業の達成状況と評価

70.0% 60.5% - 67.8%

達成度
（A・B評価/事業数）

子ども家庭課

社会福祉課

年２回の市営住宅入
居募集を行い、募集
実施について広報で
周知し相談に応じま
す。
また、相談の内容に
応じて関係課と連携
していきます。

55
生活困窮者への支援
をします

様々な課題を抱え、解決
の糸口を求めて来所され
る相談者に対して、専門
の相談員が真摯に対応
します。社会資源の活用
が可能な場合は、当該支
援機関に繋げるととも
に、保護の要件を満たし
ている要保護者に対し
て、スムーズな申請に向
けた支援を行います。

A評価 B評価

17 1

令和５年度
中間取り組み状況

専門の相談員を配置し、相
談者の立場に立って、必要
に応じて他法他施策等の活
用を助言しました。
相談者の保護申請の意思が
確認された時には、申請者
の負担が少なくなるよう必要
最低限の手続きにて申請受
付を行いました。

A

専門の相談員を配置し、
相談者の立場に立って、
必要に応じて他法他施策
等の活用を助言しまし
た。
相談者の保護申請の意
思が確認された時には、
申請者の負担が少なくな
るよう必要最低限の手続
きにて申請受付を行いま
した。

市営住宅（借上げ住宅含
む）の入居について、広
報及びホームページによ
り情報提供を行い、窓口
においても相談を受け付
けます。

市営住宅の入居について、
広報により情報提供を行い、
窓口においても相談を行いま
した。

A
引き続き、募集実施につ
いて広報で周知し相談に
応じます。

様々な課題を抱え、
解決の糸口を求めて
来所される相談者に
対して、専門の相談
員が相談者に寄り添
う形で真摯に対応し
ます。社会資源の活
用が可能な場合は、
当該支援機関に繋げ
るとともに、保護の要
件を満たしている要
保護者に対して、ス
ムーズな申請に向け
た支援を行います。

ひとり親家庭等への
医療費を助成します

ひとり親家庭等の父母等
及びその児童に係る医
療費等を現物給付、又は
償還払いで助成すること
により、ひとり親家庭等
の困難を抱えている人へ
の経済的負担の軽減を
図ります。

ひとり親家庭等の父母等及
びその児童に係る医療費等
を現物給付、又は償還払い
で助成することにより、ひとり
親家庭等の困難を抱えてい
る人への経済的負担の軽減
を図りました。

専門の相談員の配置や相談実施日を増やすなど相談体制を充実させるとともに、適切な相談窓口に繋がることがで
きるよう、情報提供を行いました。

担当課

事業の達成状況と評価

専門の相談員を配置し、相
談者の立場に立って、必要
に応じて他法他施策等の活
用を助言しました。
相談者の保護申請の意思が
確認された時には、申請者
の負担が少なくなるよう必要
最低限の手続にて申請受付
を行いました。

事業内容
令和４年度
取り組み内容
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B

A

A

A
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評
価

58 A

事業内容

窓口にチラシを配架するほ
か、来所された市民や電話
相談された市民へ総合相談
窓口として「高齢者なんでも
相談室」の周知を行いまし
た。

毎週2回、弁護士による法律
相談を開催し、DVに関する
相談については併せて適切
な関係機関に連絡できるよう
努めました。

さまざまな困難を抱える女性
の相談窓口として、毎月第
１、２、４金曜日に女性の生き
方相談を実施しました。

男女共同参画に関する研修
会に参加し、相談員の意識と
資質の向上を図りました。

相談者の状況に合わせた対
応に努めました。

令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価

評価の理由・今後の方針等

保険年金課

高齢者支援課

秘書広報課A

毎週2回、弁護士による
法律相談を開催し、DVに
関する相談については併
せて適切な関係機関をご
案内しました。

毎週2回、弁護士によ
る法律相談を開催
し、DVに関する相談
については併せて適
切な関係機関をご案
内します。

引き続き、男女共同
参画に関する研修会
に積極的に参加し、
相談員の意識と質の
向上を図ります。

男女共同参画の視点
を持った女性相談員
による女性の生き方
相談を毎月第１、２、
３、４金曜日に実施し
ます。

評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）

施策の方向　②高齢者や障害者が安心して暮らすための支援

介護保険事業の普及
啓発を図ります

介護保険要介護認定申
請時に、状況に応じ適切
な介護サービスの利用に
ついて情報提供をしま
す。

要介護認定の申請受付に加
え、訪問調査時にも、介護
サービスに係る相談等を受
けた際は、丁寧に話を伺い、
必要な情報提供等を行いま
した。

A

新型コロナウイルスに係
る特例措置により、認定
の更新手続きを前年度
から1年間延長した方々
の手続きが本年度集中し
ましたが、左記の実施結
果に示す取り組みに努め
ました。

引き続き、介護保険
要介護認定申請時や
要介護認定訪問調査
の際に、最新の状況
を含めた介護サービ
スの情報を提供する
よう努めます。

令和６年度
取り組み内容（予定）

57
男女共同参画の視点
に立った相談を行い
ます

毎週2回、弁護士による
法律相談を開催し、DVに
関する相談については併
せて適切な関係機関をご
案内します。

毎週2回、弁護士による法律
相談を開催し、DVに関する
相談については併せて適切
な関係機関に連絡できるよう
努めました。

56

一人ひとりの悩みに
応じた相談ができる
よう、各種相談体制
を充実します

引き続き相談者の状況に
合わせた対応に努めま
す

相談者の状況に合わせた対
応に努めました。

A
相談者個々の状況に応
じた相談を行いました。

引き続き「高齢者なんで
も相談室」の周知を図り
ます。

窓口にチラシを配架するほ
か、来所された市民や電話
相談された市民へ総合相談
窓口として広報やホームペー
ジ等で「高齢者なんでも相談
室」の周知を行いました。

A

広報での掲載や、ホーム
ページの見直し等を実施
し、周知を実施したためA
評価としました。

企画政策課

子ども家庭課

介護支援課

担当課

「高齢者なんでも相談
室」の周知を図りま
す。

引き続き相談者の状
況に合わせた対応に
努めます。

引き続き、男女共同参画
に関する研修会に積極
的に参加し、相談員の意
識と資質の向上を図りま
す。

オンライン研修等に参加し、
相談員の意識と資質の向上
を図りました。

A
オンライン研修等に参加
し、相談員の意識と資質
の向上を図りました。

男女共同参画の視点に
立った、女性相談員等に
よる女性の生き方相談を
相談者の増加に伴い前
年度より月１回増やし、
毎月第１、２、３、４金曜
日に開催します。

さまざまな困難を抱える女性
の相談窓口として、毎月第
１、２、３、４金曜日に女性の
生き方相談を実施しました。

A

専門的な知識を持った経
験豊富な女性相談によ
り、男女共同参画の視点
に立った相談を行うこと
ができました。相談件数
の増加に伴い、月３回か
ら月４回へ回数を増やし
て実施しました。

介護保険要介護認定申請時
等、事業所の最新状況を含
めサービス利用の普及に努
めました。
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59 B

B

B

61 A

No
評
価

62 A

コミュニティ課

高齢者支援課

建築住宅課

「筋力アップ教室」（全3日）を
７コース実施し延３５１名（男
性１０６名、女性２４５名）参
加しました。

市民活動推進センターと連
携し、市民活動団体への支
援を行うことを通じ、地域交
流の推進に努めました。

新規２か所の高齢者ふれあ
いの家が開設され市内２７か
所で３、３２４回の開催があ
り、延べ４５、０４１人の方の
利用がありました。

新型コロナウイルス感染防
止対策として、Ｗｅｂ会議シス
テム「ＺＯＯＭ」を活用した非
接触型のオンライン相談会を
開催しました。

3歳児健診やこんにちは赤
ちゃん訪問等にて、保護者に
向けて健診をPRするチラシ
を配布し、検診の受診勧奨を
行いました。胃がん検診で
は、個別健康相談を実施しま
した。肺がん検診では、健康
イベント（体年齢の測定等）を
実施しました。

高齢者の住替えや若
い世代の市内への移
住を支援します

住替え等について、広報
及びホームページにより
周知に努め、年に６回
「高齢者住み替え相談
会」を開催します。なお、
相談会については、ＺＯＯ
Ｍアプリを導入したオンラ
イン相談も行います。

新型コロナウイルス感染防
止対策として、Ｗｅｂ会議シス
テム「ＺＯＯＭ」を活用した非
接触型のオンライン及び対
面式相談会を開催しました。

A

引き続き、広報及びホー
ムページにより周知に努
め、「高齢者住み替え相
談会」を開催します。

住替え等について、
広報及びホームペー
ジにより周知に努め、
年に複数回「高齢者
住み替え相談会」を
開催します。なお、相
談会については、オ
ンライン及び対面式
の相談会を開催しま
す。

新型コロナウイルス流行
のため、前年度と比較し
て参加人数が減少したた
め、B評価としました。実
施場所や参加の呼びか
け等周知方法を工夫し、
多くの方に参加していた
だけるよう努めます。

介護予防教室を開催
し介護予防の普及啓
発に努めます。

60

高齢者等が家に閉じ
こもらず地域に出て
活動をする地域交流
を推進します

市民活動推進センターと
連携し、市民活動団体へ
の支援を行うことを通じ、
地域交流の推進に努め
ます。

市民活動推進センターと連
携し、市民活動団体への支
援を行うことを通じ、地域交
流の推進に努めました。

A

広報で特集記事を掲載
するなど高齢者等への市
民活動推進センターの周
知に努めました。同セン
ターへの新規登録団体も
昨年度より増加し、２１団
体の登録がありました。

引続き、市民活動推
進センターを通じ、高
齢者等の地域交流の
きっかけとなるような
市民活動団体の支援
及び情報発信に努め
ます。

「高齢者ふれあいの家」
のPRや新規開設に向け
た周知に努めます。

新規２か所の高齢者ふれあ
いの家が開設され市内２８か
所で４，５５０回の開催があ
り、延べ６４，０２６人の方の
利用がありました。広報に特
集記事を掲載しPRを実施し
ました。

A

広報で特集記事を掲載し
たところ、多くの反響があ
り、新規開設や参加者の
増加に繋がったため、A
評価としました。

引き続き「高齢者ふ
れあいの家」のPRや
新規開設に向けた周
知に努めます。

男女ともに介護予防
に対する理解や興味
を促進する機会を設
けます

介護予防教室を開催し介
護予防の理解に努めま
す。

「筋力アップ教室」（全３日）を
７コース実施し延２７４名（男
性７６名、女性１９８名）参加
しました。

B

健康増進課

高齢者支援課

施策の方向　③生涯を通じた健康づくりへの支援及び健康についての情報提供

男女ともに生涯を通
じた健康支援を行い
ます

様々な機会で、検診の重
要性について積極的な啓
発を行います。随時、健
康教育を実施します。

乳幼児健診時を利用し、乳
房を意識する生活習慣につ
いて啓発しました。また、シ
ルバー人材センターの健康
イベントに参加し、筋力維持
に関する啓発活動を行いまし
た。

A

健診機会を利用した啓発
活動により自身の生活習
慣の見直しを考えるきっ
かけを作れたと考えてい
ます。また、シルバー人
材センター主催の健康イ
ベントについては、250人
が参加し、市民の健康増
進を推進できたと考えま
す。

事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

令和６年度
取り組み内容（予定）

担当課

引き続き様々な機会
で、検診の重要性に
ついて積極的な啓発
を行います。随時、健
康教育を実施しま
す。
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63 A

64 A

65 A

66 B

混雑緩和や感染症対策など
の実施体制を整え、胃がん、
結核肺がん検診で健康相談
を実施しました。

がん検診は完全予約制とし、
受付時間の分散化を図りま
した。また、昨年に引き続き
がん検診・特定健診の実施
期間を延長するなどの実施
体制を工夫することにより混
雑緩和に努めました。

3歳児健診やこんにちは赤
ちゃん訪問等にて、保護者に
対して女性の検診をPRする
チラシを配布し、検診の受診
勧奨を行いました。また、骨
粗鬆症検診で個別健康相談
を実施しました。

新型コロナウイルス感染症
の影響で、健康教育の機会
は少ない状況ですが、啓発
資料の配布等を通じ正しい
知識等の情報提供に努めま
した。

女性の健康に関する
正しい知識、情報の
提供を行います

母子保健事業の際に配
布物を活用し、保護者へ
の検診啓発を行い、最新
の情報を正しく健康教育
や健康相談時に活用しま
す。

乳幼児健診時を利用し、乳
房を意識する生活習慣につ
いて啓発しました。また、シ
ルバー人材センターの健康
イベントに参加し、筋力維持
に関する啓発活動を行いまし
た。また、骨粗しょう症検診で
個別健康相談を実施しまし
た。

A

健診機会を利用した啓発
活動により自身の生活習
慣の見直しを考えるきっ
かけを作れたと考えてい
ます。また、シルバー人
材センター主催の健康イ
ベントについては、250人
が参加し、市民の健康増
進を推進できたと考えま
す。

母子保健事業の際に
配布物を活用し、保
護者への検診啓発を
行い、正しい知識の
普及啓発に努めま
す。

随時パンフレットの配
布や、健康教育を実
施し、正しい知識の
普及や啓発に取り組
みます。

随時パンフレットの配布
や、健康教育を実施し、
正しい知識の普及や啓
発に取り組みました。

健康増進課

各種がん検診及び生
活習慣病予防のため
の特定健康診査を実
施します

国の指針に則り、正しく
がん検診や特定健診を
実施し、予防に努めま
す。

国の指針に則り、正しくがん
検診や特定健診を実施し、
予防に努めました。

A

がん検診は完全予約制
とし、受付時間の分散化
を図りました。また、昨年
に引き続きがん検診・特
定健診の実施期間を延
長するなどの実施体制を
工夫することにより混雑
緩和に努めました。

健康相談を実施しま
す

各種事業や来所、電話
等での個別相談を実施し
ます。

結核肺がん検診では健康イ
ベントを実施しました。健康
相談は各種集団検診で実施
しました。

A

結核肺がん検診では63
人の健康相談を実施しま
した。また昨年に続きコロ
ナ禍での電話による健康
相談も多数受け付けまし
た。

各種事業や、来所、
電話等での個別健康
相談を実施します。

健康増進課

健康増進課

健康増進課

国の指針に則り、正
しくがん検診や特定
健診を実施し、予防
に努めます。

HIV／エイズや性感
染症に関する正しい
情報を提供します

随時パンフレットの配布
や、健康教育を実施し、
正しい知識の普及や啓
発に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症
の影響で、健康教育の機会
は減少しましたが、随時パン
フレットの配布は実施し、普
及啓発に努めました。

A
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No
評
価

67 A

68 A

69 B

事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

基本的課題 子どもと家庭を地域で支えるしくみづくり

指標
（一覧1８）

流山市は子育てがしやすいまちだと思う保護者の割合

目標
実績

R2

令和３年度　事業の達成状況と評価

C評価A評価 B評価 C評価

活動説明会を１２回、基礎研
修会を２回開催し、提供会員
の資質向上に努めました。

認可保育所８園、小規模保
育施設１園を整備し、受け入
れ定員の拡大を図りました。

令和4年4月1日現在、認可保
育所等の整備により、保育需
要に対応しました。国基準の
待機児童は3名となりました。

0 100%

保育課

子ども家庭課

令和６年度
取り組み内容（予定）

認可保育所２園を整備し、受
け入れ定員の拡大を図りまし
た。

Ａ
園の新設により低年齢児
の枠を増やすことが出来
ました。

受け入れ枠の拡大を
検討します。

保育所待機児童の解
消に努めます

保育需要に応じて、認可
保育所等を整備します。

令和5年4月1日現在、認可保
育所等の整備により、保育需
要に対応しました。国基準の
待機児童はゼロとなりまし
た。

A
保育需要に応じて、認可
保育所を２園、既存施設
を１園整備しました。

保育需要に応じて、
認可保育所等を整備
します。

R5

施策の方向　①子育てサポート環境の充実

ファミリー・サポート・
センター事業を推進
します

ファミリー・サポート・セン
ター（江戸川台・おおたか
の森）の窓口で周知を図
るとともに、研修等を開い
て会員増加に努めます。

活動説明会を９回、基礎研修
会を２回開催し、提供会員の
資質向上に努めました。

A
活動説明会や基礎研修
会を開催しました。

ファミリー・サポート・
センター（江戸川台・
おおたかの森）の窓
口で周知を図るととも
に、研修等を開いて
会員増加に努めま
す。

子ども家庭課

低年齢児受入れ枠の
拡大、延長保育の拡
大、一時保育の多機
能化を図ります

引き続き、低年齢児の保
育所入所を増やし、受け
入れ枠の拡大に努めま
す。

D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

事業の達成状況と評価

新型コロナウイルス感染症の感染対策を行いながら、相談体制の見直しを図るなど、子どもと家庭を地域ぐるみで支える仕組みづくりを促進しました。

06 2 0

事業の達成状況と評価

必要な情報が得られるよう情報提供を行うとともに、相談体制をの充実、周知を行いました。また、認可保育所等の整
備により、保育需要に対応しました。

A評価 B評価

7 1

D評価

0

達成度
（A・B評価/事業数）

100%

R6

71.0% 59.8% 69.6% 65.4%

R3 R4

令和４年度　事業の達成状況と評価

担当課
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No
評
価

A

A

71 B

No
評
価

A

健康増進課

子ども家庭課

評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価

令和６年度
取り組み内容（予定）

広報やホームページ等で特
に新型コロナウイルス感染
症に関する、働く女性のため
の情報提供に努めました。

母子健康手帳交付時に妊
娠・出産の支援に関する情
報提供に努めました。

新型コロナウイルス感染症
により、事業を中止した期間
がありましたが、感染対策を
行いながら、実施しました。

県等が主催する研修会に積
極的に参加し、相談員の資
質の向上を図りました。ま
た、広報ながれやま等により
相談窓口の周知を行いまし
た。

事業内容 令和３年度　実施結果

企画政策課

健康増進課

評価の理由
令和４年度
取り組み内容

研修会に積極的に参
加し、相談員の専門
性の向上を図ると共
に、様々な人に相談
窓口や活動内容の周
知が図れるよう、ホー
ムページやSNS等も
活用していきます。

施策の方向　③各種相談体制の充実と周知

72

一人ひとりの悩みに
応じた相談ができる
よう、各種相談体制
の充実と周知を行い
ます

母子保健に関する健
康相談、健康教育の
充実を図ります

引き続き、感染対策を行
いながら、健康教育を実
施し、健康相談は随時受
け付けます。

人数制限及び混雑の緩和な
どの感染対策を行いながら、
健康教育を実施し、健康相
談は随時行いました。

B

感染症による各種事業
の中止はありませんでし
たが、人数制限を設けた
ため、定員オーバーで受
講できない事業がありま
した。

国・県からの情報収
集に努め、広報や市
ホームページ等で、
男女共同参画や働く
女性のための妊娠・
出産の支援に関する
情報提供を行いま
す。

県等が主催する研修会
に積極的に参加し、相談
員の資質の向上に努め、
相談体制の充実及び周
知を図ります。

県等が主催する研修会に積
極的に参加し、相談員の資
質の向上を図りました。ま
た、広報ながれやま等により
相談窓口の周知を行いまし
た。

A
県が実施する研修会に
積極的に参加しました。

今後も新型コロナウ
イルスの感染状況に
応じ、適宜事業の内
容を変更しながら、実
施していく予定です。
特に実習を伴ってい
た事業については、
工夫をして実施して
いきます。健康相談
は、随時受付する体
制を継続します。

令和４年度　実施結果 担当課

施策の方向　②母子保健の充実

70

働く女性のための妊
娠・出産の支援に関
する情報の収集と提
供を行います

国・県からの情報収集に
努め、広報やホームペー
ジ等で、男女共同参画や
働く女性のための妊娠・
出産の支援に関する情
報提供を行います。

広報や市ホームページ等
で、特に新型コロナウイルス
感染症に関する母性健康管
理措置や、それに伴う事業
主を対象とした助成金に関す
る情報提供に努めました。

A

国・県からの情報収集に
努め、広報やホームペー
ジ等で、男女共同参画や
働く女性のための妊娠・
出産の支援に関する情
報提供を母子健康手帳
交付時等に提供していき
ます。

国・県からの情報集に努め、
母子健康手帳交付時等に情
報提供を行いました。
また、流山市出産・子育て応
援給付金事業が開始される
際は、随時情報収集に努
め、情報提供を行いました。

A

常に国・県からの情報収
集に努めることができま
した。出産・子育て応援
給付金が開始される際に
は、随時情報収集を行
い、子ども家庭課と連携
しながら事業について母
子健康手帳交付時等に
情報提供を行う事ができ
ました。

今後も、国・県からの
情報収集に努め、広
報やホームページ等
で、男女共同参画や
働く女性のための妊
娠・出産の支援に関
する情報提供を母子
健康手帳交付時等に
提供していきます。

国・県等からの情報提供
には速やかに対応し、市
ホームページ等への掲
載を行いました。

事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

令和６年度
取り組み内容（予定）

担当課
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A 公民館

令和３年度同様、新型コ
ロナウイルス感染症対策
を講じつつ、開催できまし
た。

「子育てサロン」や
「子育てママのセミ
ナー」、双子・三つ子
の親向けの「さくらん
ぼくらぶ」を実施し、
その場で助産師・保
健師・栄養士などに
子育ての悩みを相談
できるような事業を企
画してします。

「子育てサロン」や「子育
てママのセミナー」、双
子・三つ子の親向けの「さ
くらんぼくらぶ」を実施し、
その場で助産師・保健
師・栄養士などに子育て
の悩みを相談できるよう
にします。

年間を通じて気軽に子育て
の悩みを相談出来る場として
「子育てサロン」を各公民館
で実施しました。また、育児
に不安な０歳児の母親を対
象とした「子育てママのセミ
ナー」を各公民館を会場とし
て計１８回実施しました。ま
た、双子、三つ子の育児を
行っている方を対象とした「さ
くらんぼくらぶ」を計３回実施
しました。

A

年間を通じて気軽に子育て
の悩みを相談出来る場として
「子育てサロン」を各公民館
で実施しました。育児に不安
な０歳児の母親を対象とした
「子育てママのセミナー」を各
公民館を会場として計18回
実施しました。また、双子・三
つ子の育児を行っている方を
対象とした「さくらんぼくらぶ」
を初石公民館で計３回実施し
ました。

72

一人ひとりの悩みに
応じた相談ができる
よう、各種相談体制
の充実と周知を行い
ます
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No
評
価

73 D

74 D

No
評
価

75 D

令和６年度
取り組み内容（予定）

令和６年度
取り組み内容（予定）

R5 R6

防災危機管理課

予防課

防災危機管理課

B評価 C評価

評価の理由

施策の方向　①男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の促進

事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）

A評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

基本的課題

指標①
（一覧１９）

20.0% 18.8% 25.0%

0%

30.0%

防災分野における男女共同参画の推進

防災会議の女性委員の割合

目標
実績

R2 R3 R4

防災講座や地域の防
災訓練等で女性の参
画を促します。

防災活動における女
性の参画の重要性に
ついて、防災講話等
を通じて周知します

防災講話等を通じて、防
災活動における女性の
参画の重要性の周知に
努めます。

事業の達成状況と評価

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、防災分野における女性参画促進の積極的な活動を実施することができませんでした。

地域防火診断への女
性の参加を促進しま
す

単身高齢者世帯の防火
診断を女性消防部が主
体となり実施していきま
す。

単身高齢者世帯防火診断

令和４年１２月２７日　１名
令和５年３月１６日　　１名
　　　　　　　　　　　　計２名

Ｄ

令和５年度
中間取り組み状況

新型コロナウイルス感染予
防のため事業を中止しまし
た。

新型コロナウイルス感染症
の影響により今年度も積極
的な防災講話等の実施はで
きませんでした。
一方、防災訓練では男女共
同参画や多様性の観点を取
り入れた訓練を実施しまし
た。

事業内容 令和３年度　実施結果
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況

防災活動について、
方針決定過程及び活
動への女性の参画を
促進します

女性消防部の参加が出
来なかったため。
女性消防部との連絡を密
にし実施していきます。

自治会の回覧や市
ホームページ等を活
用し、希望された７０
歳以上の単身高齢者
を対象に防火診断を
実施する予定です。

避難所運営委員会によ
る避難所運営マニュアル
等の策定にあたって、女
性の参画を促します。

中間
評価

3

- - 22.7%

1

C評価

新型コロナウイルス感染症
の影響により今年度も積極
的な防災講話等の実施はで
きませんでした。

B

防災講話等を通じて、防
災活動における女性の
参画の重要性の周知に
努めます。

防災講座や地域の防
災訓練等を通じて、
防災活動における女
性の参画の重要性の
周知に努めます。

評価の理由

中間
評価

新型コロナウイルス感染症
の影響により今年度も各種
会議等の開催が難しく、マ
ニュアル策定等が実施でき
ませんでした。

避難所運営委員会によ
る避難所運営マニュアル
等の策定にあたって、女
性の参画を促します。

新型コロナウイルス感染症
の影響により今年度も各種
会議等の開催が難しく、マ
ニュアル策定等が実施でき
ませんでした。

C

0 0 0

25.0%

令和３年度　事業の達成状況と評価

指標②
（一覧２０）

防災リーダー研修への女性の参加率

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

担当課

事業の達成状況と評価

総合防災訓練において、男女共同参画や多様性の視点を取り入れた避難所開設訓練を実施することができました。

令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価

0

B評価

1

D評価

1

達成度
（A・B評価/事業数）

33%

施策の方向　②防災教育の促進

担当課
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No
評
価

76 A

0

施策の方向　①プランの推進状況の進行管理

事業内容

第４次男女共同参画プラン
の初年度である令和２年度
の事業実績を取りまとめまし
た。推進状況は審議会で報
告し、ホームページでも公表
しました。

事業の達成状況と評価

第４次男女共同参画プランの初年度である令和２年度事業実績について、全庁に共有を図ったほか、ホームページ等において市民向けにも発信を行
いました。審議会において男女共同参画プランの進捗報告を行うとともに、庁内の男女共同参画推進本部研究会においては、男女共同参画の課題研
究を行いました。
国・県等からの男女共同参画に関する情報収集を適宜行い、男女共同参画啓発事業や相談業務については民間団体に委託し、協働で実施すること
ができました。

07 1 0 0 100% 8 0

令和３年度　事業の達成状況と評価

C評価A評価 B評価 C評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

令和４年度　事業の達成状況と評価

A評価 B評価 D評価
達成度

（A・B評価/事業数）

Ⅳ　プランの推進体制の充実

基本的課題 プランの進行管理

指標
（一覧２１）

第４次プラン事業の達成度

目標
実績

R2 R3 R4 R5 R6

100% 81.5% 86.9% 92.1%

令和３年度　実施結果

企画政策課
男女共同参画プラン
を推進します

年度終了後に、事業の推
進状況の検証を行いま
す。

第４次男女共同参画プランに
おける令和３年度の事業実
績を取りまとめました。推進
状況は男女共同参画審議会
で報告し、市ホームページで
も公表しました。

A

令和３年度の事業評価を
適切に行い、男女共同参
画審議会で報告するとと
もに、審議会から出た意
見を各課へフィードバック
しました。

年度途中に中間取り
組み状況について庁
内に照会をかけ、年
度終了後に事業の推
進状況の検証を行い
ます。

令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 担当課評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況
中間
評価 評価の理由

100%

事業の達成状況と評価

令和３年度の事業実績及び評価について男女共同参画審議会で報告し、いただいた意見を各課にフィードバックしま
した。庁内推進体制として、男女共同参画や多様性の理解促進に向けて男女共同参画推進本部研究会を実施しまし
た。男女共同参画啓発事業や相談業務については民間団体に委託し、協働で実施することができました。

令和６年度
取り組み内容（予定）
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No
評
価

77 A

78 A

79 B

男女共同参画審議会、
男女共同参画推進本部
研究会を予定通りそれぞ
れ５回開催することがで
きました。また、全職員に
向けて、内閣府男女共同
参画局発行の広報誌を
毎月共有し、意識の啓発
を図りました。

男女共同参画審議会
や庁内組織である推
進本部において、プ
ランの推進体制の強
化を図ります。全職
員が男女共同参画の
視点をもって業務を
行うよう適宜庁内向
けに通知し、研究会
等を通して意識の啓
発を図ります。

令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況

研修一括委託の契約
上、限られた研修数であ
るため、男女共同参画に
特化して行うことは難しい
ことから、各研修の中に
盛り込んで実施していき
ます。

自治大学校第１部・第２部特
別課程及び千葉県自治研修
センターが実施する女性活
躍推進研修にそれぞれ１名
を派遣しました。
また、企画政策課と連名で男
女共同参画に関する研修を
実施し、60名の参加がありま
した。

A
研修等を通じ職員の意識
向上を図りました。

令和３年度は、２回の男女共
同参画審議会においてプラ
ンの進捗状況の報告を行い
ました。また、４回の男女共
同参画推進本部研究会を行
い、「ＬＧＢＴの理解促進」を
テーマにグループ研究を行
いました。

令和３年度　実施結果

新型コロナウイルス感染症
拡大の影響により、新規採用
職員研修での説明は中止と
なりましたが、グループウェ
アを通じて、職員向けに、男
女共同参画の資料や国の
「男女共同参画の視点から
の公的広報の手引」を共有し
ました。

自治大学校第1部・2部特別
過程及び千葉県自治研修セ
ンターが実施する女性活躍
推進研修にそれぞれ1名の
参加がありました。

A

基本的課題 推進体制の強化

担当課

企画政策課

企画政策課

中間
評価 評価の理由

庁内推進体制をより
一層強化します

男女共同参画審議会や
庁内組織である推進本
部において、プランの推
進体制の強化を図りま
す。全職員が男女共同参
画の視点をもって業務を
行うよう適宜庁内向けに
通知を行います。また、
研究会等を通して職員自
らが考える機会をつくり、
意識啓発の醸成を図りま
す。

プランの進捗状況を男女共
同参画審議会に報告し、審
議会で出た意見を各課に
フィードバックしました。研究
会を全５回行い、男女にかか
わらず多様な人々への理解
促進のため、多様性やアンコ
ンシャス・バイアス、性的マイ
ノリティ等について、情報の
共有やグループ討議を行い
ました。

市職員への男女共同
参画に関する研修等
の充実を図ります

男女共同参画に関す
る研修等の充実を図
り、職員の参加を促し
ていきます。

市職員に男女共同参
画社会基本法の周知
を図ります

新規採用職員に男女共
同参画社会基本法等の
基礎知識や男女共同参
画社会づくりのための課
題等について情報提供し
ます。

新規採用職員研修におい
て、男女共同参画社会基本
法や、男女共同参画の現状
と課題等について説明しまし
た。また、全職員に向けて、
内閣府男女共同参画局発行
の広報誌を共有しました。

A

職員にとって必要な知識
として、男女共同参画社
会基本法に関する基礎
知識や男女共同参画の
現状と課題について、新
規採用職員に対面で説
明することができました。

新規採用職員に男女
共同参画社会基本法
等の基礎知識や男女
共同参画社会づくり
のための課題等につ
いて情報提供しま
す。

令和６年度
取り組み内容（予定）

人材育成課

施策の方向　①庁内推進体制の充実

事業内容

44



No
評
価

80 A

No
評
価

81 A

82 A

83 A

国、県、市民、団体、事業者
等からの情報収集に努め、
内容に応じて、広報やホーム
ページへの掲載や、チラシの
配架等を行い、広く市民への
周知を図りました。

６月３日に実施した情報紙編
集講座や、庁内の男女共同
参画推進本部研究会におい
て、「男女共同参画の視点か
らの公的広報の手引」を活用
し、会報誌や広報等を作成
する際に男女共同参画の視
点に基づいた表現を取り入
れるよう市民や職員に啓発し
ました。

男女共同参画啓発事業と相
談業務をNPO法人パート
ナーシップながれやまに委託
し、協働で実施しました。ま
た、他自治体の男女共同参
画部局とも随時情報共有を
図りました。

国の「広報ガイドライ
ン」の活用を図ります

令和３年度　実施結果

国の「男女共同参画の視
点からの公的広報の手
引」の活用を図ります。ま
た、イラストデザイン集の
活用など、広報業務にお
ける固定的役割分担意
識に捉われない表現へ
の配慮に努めます。

「男女共同参画の視点から
の公的広報の手引」、「イラス
トデザイン集」を全職員向け
に配信し、広報業務における
固定的役割分担意識に捉わ
れない表現への配慮につい
て周知を図りました。８月４日
に実施した市民向けの情報
紙編集講座でも、啓発を行い
ました。

A

職員や市民に対し、国の
「男女共同参画の視点か
らの公的広報の手引」や
「イラストデザイン集」を
活用し、男女共同参画の
視点に基づいた表現に
ついて具体的に周知する
ことができました。

国の「男女共同参画
の視点からの公的広
報の手引」の活用を
図ります。また、イラ
ストデザイン集の活
用など、広報業務に
おける固定的役割分
担意識に捉われない
表現への配慮に努め
ます。

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等
令和５年度

取り組み内容（予定）
令和５年度

中間取り組み状況

市民や事業者、民間
団体、他自治体等と
の協働と連携を図り
ます

男女共同参画啓発事業
を民間団体に委託し、協
働で実施します。男女共
同参画審議会では、有識
者と公募市民から広く意
見を取り入れます。また、
他自治体と、情報共有や
先行事例の参考といった
連携を図ります。

男女共同参画啓発事業と相
談業務をNPO法人パート
ナーシップながれやまに委託
し、協働で実施しました。男
女共同参画審議会では有識
者と公募市民から広く意見を
取り入れました。他自治体の
男女共同参画部局とも随時
情報共有を図りました。

A

各種講座の内容や相談
体制について、委託した
民間団体と協議しなが
ら、協働で実施すること
ができました。他自治体
の男女共同参画部局とも
随時情報共有を図り、連
携に努めました。

男女共同参画啓発事
業を民間団体に委託
し、協働で実施しま
す。男女共同参画審
議会では、有識者と
公募市民から広く意
見を取り入れます。ま
た、他自治体と、情報
共有や先行事例の参
考といった連携を図り
ます。

男女共同参画に関す
る情報の収集と提供
を行います

国・県等からの情報収集
と周知に努めるとともに、
市民や市内外の団体か
らも多様な情報を募り、
必要に応じて業務や施策
の参考とします。

国、県、市民、団体、事業者
等からの情報収集に努め、
内容に応じて、広報や市ホー
ムページへの掲載やチラシ
の配架、SNSを利用した情報
発信等、広く市民への周知を
図りました。

A

国・県等からの情報提供
には速やかに対応し、広
く市民へ周知できるよう
発信するとともに、市民
や他自治体からも情報収
集を行いました。

国・県等からの情報
収集と周知に努める
とともに、市民や市内
外の団体からも多様
な情報を収集し、必
要に応じて業務や施
策の参考とします。

事業内容
令和４年度
取り組み内容

施策の方向　②国、県等からの情報収集

事業内容
令和４年度
取り組み内容

令和４年度　実施結果 評価 評価の理由・改善点等

施策の方向　③国、県、市民、団体、事業者など多様な機関との連携

男女共同参画に関す
る情報の収集と提供
を行います

国・県等からの情報収集
に努め、必要に応じて広
報やホームページ等によ
り周知を行います。

国・県等からの情報取集に
努め、内容に応じて、広報や
市ホームページへの掲載や
チラシの配架、SNSを利用し
た情報発信等、広く市民への
周知を図りました。

A

国・県等からの情報提供
には速やかに対応し、広
く市民へ周知できるよう
情報発信の方法を検討し
ました。

国・県等からの情報
収集に努め、必要に
応じて広報や市ホー
ムページ、掲示板等
により、市民や職員
へ情報提供します。

令和５年度
取り組み内容（予定）

令和５年度
中間取り組み状況

中間
評価

国・県等からの情報収集に
努め、内容に応じて、広報や
ホームページへの掲載や、
チラシの配架等を行い、広く
市民への周知を図りました。

中間
評価 評価の理由

企画政策課

担当課

企画政策課

企画政策課

企画政策課

令和３年度　実施結果
令和６年度

取り組み内容（予定）

令和６年度
取り組み内容（予定）

担当課評価の理由
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